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 第１章 計画の策定にあたって 
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１ 見直しの趣旨 
（１）県においては、少子高齢社会に対応し、「安心して子どもを生み育てられる社会」を
築くことを目的として、平成７年３月に「うつくしま子どもプラン」を策定し、平成７
年度から平成１２年度を計画期間として「子どもが健やかに生まれ育つための環境づく
り」に取り組んできました。 

（２）さらに、少子化の進行及び児童虐待問題の顕在化や増加等、子どもと家庭を取り巻く
環境の変化を踏まえて計画の見直しを行い、安心して子どもを産み育てることができる
よう子育て支援の施策をさらに推進するとともに、子どもが大切にされ、子ども自身の
持つ能力が十分発揮できるよう、子どもの意見を尊重した子育ち環境づくりの視点を加
え、施策の充実を図った総合的な計画として、平成１３年３月に「新うつくしま子ども
プラン」を策定し、平成１３年度から平成１７年度を計画期間として施策を推進してき
ました。 

（３）しかし、その後も少子化の進行には歯止めがかからず、少子化が一層進行している状
況にある中で、緊急に集中的な対策を講じることが必要であるとの考えから、「新うつ
くしま子どもプラン」の最終年度を待たずに計画の見直しを行い、平成１７年度から平
成２１年度を計画期間として、社会全体で子育てを支援するという理念の下、「うつく
しま子ども夢プラン」を策定しました。 

（４）この計画期間が終了し、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画を見直す時期に
あることに加え、県全体の指針であり施策の方向性を示す新しい福島県総合計画の計画
期間が平成２２年度より開始することから、「うつくしま子ども夢プラン」を見直し、
平成２２年度から平成２６年度を計画期間とした「うつくしま子ども夢プラン（後期行
動計画）」を策定することとしました。 

 
２ 計画の性格 
（１）子どもを社会全体の宝ととらえ、行政、企業、地域社会が協力し社会全体で子育てを
支援するという理念の下、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）が実現でき
るような環境づくりを整備し、多様なニーズに対応できる子育て支援サービスを整備す
る視点を中心に、見直しを行い、子育ち・子育て環境づくりをさらに推進していく方向
性を示しています。 

（２）本プランは、次世代育成支援対策推進法に基づく都道府県後期行動計画及び児童福祉
法に基づく保育計画として、位置付けています。 

（３）福島県総合計画「いきいき ふくしま創造プラン」及び「福島県保健医療福祉ビジョ
ン（仮称）」と整合性を図った計画であり、基本目標や重点施策等を共有する計画です。 

（４）「ふくしま青少年育成プラン」、「福島県教育総合計画」等、県の各種計画と整合性
を図った計画です。 

（５）市町村の次世代育成支援対策に係る計画と整合性を図った計画です。 
（６）各種施策を計画的に推進するため、できる限り目標値を設定しています。 
 
３ 計画の期間 
  この計画は、平成２２年度から平成２６年度までの５年間を計画期間としています。 
  なお、社会情勢の変化や他計画の見直し等に応じ、目標値その他について必要な見直し
を行います。 
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 第２章 福島県の子どもと家庭を 

           取り巻く状況 
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１ 少子化の進行 

（１）出生数、出生率の低下 

    福島県の出生数は、戦後の第１次ベビーブームの約７万３，０００人（全国約 
２６９万７，０００人）をピークに急減し、その後、第２次ベビーブームに当たる昭

和４８年、４９年頃に３万２，０００人台（全国約２０９万２，０００人）まで回復

しましたが、その後は減り続け、平成１４年には２万人を割り込み、平成２０年には

１万６，９０８人（全国１０９万１，１５６人）まで減少しました。 

また、福島県の合計特殊出生率（一人の女性が一生の間に産む平均子ども数）は、 

  全国を上回る水準で推移しており、平成２０年は１．５２（全国１．３７）と全国 

  第８位となっていますが、昭和３０年以降、多少の上下はあるものの減少傾向にあ 

  り、現在の人口を維持するのに必要な２．０７を大きく下回っている状況にあり、 

  少子化が進行しています。 

（以下、本章における図表は、特に説明のない限り、福島県に関するデータです。） 
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（２）少子高齢化の進行 

   少子化の進行に伴い、年少人口（０から１４歳）が減少するとともに、老年人口 
（６５歳以上）の増加により、少子高齢化が進行しています。 

   福島県の総人口に占める年少人口の割合は、年々低下し、平成２０年１０月１日現

在、１４．１パーセントとなっています。 
一方で、老年人口の割合は年々増加し、２４．２パーセントとなっています。 

   平成８年に初めて老年人口割合が年少人口割合を上回って以来、その差は年々大 

  きくなっており、今後もさらに拡大することが見込まれています。 

 

年齢3区分人口比率の推移・推計
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（３）将来の人口 

少子化の進行や流出傾向にある社会動態とあいまって、福島県の人口は平成１０ 

  年１月の２，１３８，４５４人をピークに減少傾向にあります。 

 

福島県の推計人口(各年10月1日現在)
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（４）少子化の社会に与える影響 

   少子化に伴う少子高齢化の進行とともに人口の減少が社会に与える影響として、 

  次のようなものが考えられます。 

  ① 労働力人口の減少及び労働者の高齢化による経済成長、経済活力の低下懸念 
  ② 人口の高齢化による現役世代の社会保障の分野における負担の増大 

  ③ 単身者や子どものいない世帯の増加による家族の変容 

  ④ 子ども同士の交流の機会の減少等、子どもの健全育成への影響 

  ⑤ 住民への福祉サービス等の基礎的なサービス水準の低下懸念 
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２ 少子化の要因とその背景 

（１）未婚率の推移と平均初婚年齢の推移 

      福島県の未婚率の推移をみると、全国よりは低いものの、男性の２０歳代前半を除 
  いては全体的に上昇してきており、晩婚化の傾向が強くなってきています。 

   男女とも、２０歳代後半及び３０歳代の未婚率の上昇が目立ちます。 
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未婚率の推移(女性)
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未婚率の推移（福島県と全国の比較） 

 

 

25から29歳 (%) 30から34歳 (%)
昭和55年 平成17年 昭和55年 平成17年

福島県(男性) 50.3 63.7 福島県(男性) 18.9 43.0
全国(男性) 55.1 71.4 全国(男性) 21.5 47.1
福島県(女性) 22.6 49.5 福島県(女性) 7.5 26.1
全国(女性) 24.0 59.0 全国(女性) 9.1 32.0

総務省「国勢調査」
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また、平均初婚年齢は、平成２０年で男性は２９．３歳（全国３０．２歳）、女 

  性は２７．４歳（全国２８．５歳）と全国に比べて低くなっていますが、徐々に高く 

  なってきています。 
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出生数や合計特殊出生率の低下には、この未婚化、晩婚化の進行が大きな要因と 

  なっていると考えられます。 
そして、この背景には、結婚観、価値観等の変化、結婚や子育てと仕事の両立の負

担感、子育ての負担感、若者の経済力の低下等があると考えられます。 
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（２）結婚観、価値観等の変化 

  ① 結婚に対する意識 

    平成２０年度に福島県が実施した少子化・子育て環境現況把握のための県民意識

調査（以下「県民意識調査」という。）によれば、未婚者の結婚に対する考え方は、

ある程度の年齢までには結婚するつもりとする人が４７．５パーセント、理想的な

相手が見つかるまでは結婚しなくてもかまわないとする人が全体の４２．４パーセ

ント、一生結婚するつもりはないとする人が６．９パーセント等となっています。 

 

   ※ 県民意識調査：平成２０年１２月から２１年１月にかけて実施 

            対象 ２０歳から５９歳までの９，０００人 

            有効回収数 ３，２６５（有効回収率 ３６．３パーセント） 

            （うち子どものいない未婚者 ５１０） 

 

 

  ② 独身でいる理由 

    県民意識調査によれば未婚者が独身でいる理由は、理想の相手にまだめぐり会え 

   ない、独身の自由さや気楽さを失いたくない、異性と出会う機会そのものがない等 

   が多くなっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独身でいる理由 単位：％
全体 男性 女性

理想の相手にまだめぐり会えないから 45.3 45.0 45.3
独身の自由さや気楽さを失いたくないから 31.4 22.7 37.7
異性と出会う機会そのものがないから 29.4 33.6 26.3
結婚資金が足りないから 27.5 34.5 21.8
結婚する必要性をまだ感じないから 27.3 25.0 29.1
今は、趣味や娯楽を楽しみたいから 23.3 22.7 23.5
相手に自分の生活を合わせないといけないから 20.4 15.9 23.9
今は、仕事に（または学業に）打ち込みたいから 19.8 16.8 22.1
家計のやりくりが大変だから 14.9 19.1 11.4
家族や親せきなどの人間関係に自信がないから 14.7 10.5 18.0
異性とうまくつき合えないから 14.5 19.1 11.1
仕事と家事を両立させる自信がないから 14.3 5.9 20.8
お金が自分の自由にならないと思うから 13.3 14.1 12.8
結婚するにはまだ若すぎるから 12.4 10.9 13.5
仕事と育児を両立させる自信がないから 11.2 6.4 14.9
自分の健康上の問題で 8.2 10.0 6.9
結婚生活のための住居のめどがたたないから 7.6 12.7 3.5
家事が大変だから 7.5 1.8 11.8
育児が大変だから 6.5 5.9 6.9
相手、親や周囲が結婚に同意しないから 5.5 2.7 7.6
婚約者がいて結婚する予定がある 5.1 4.1 5.9
自分の父母等の介護があるから 4.1 2.7 5.2
結婚相手の父母等の介護が困難だから 2.5 1.8 3.1
その他 8.2 11.4 5.9

　　　　県子育て支援課「県民意識調査」
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  ③ まとめ 

    多くの人が、ある程度の年齢までには結婚するつもりや、理想的な相手が見つか

るまでは結婚しなくてもかまわないと、回答しており、結婚を否定してはいないも

のの急いではいないことがうかがえます。 
また、独身でいる理由も、独身の自由さを失いたくない、今は趣味や娯楽を楽し

みたい等、独身生活の利点を享受しているため今は結婚しなくてもよいという意識

があることもうかがえます。 
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（３）結婚や子育てと仕事の両立の負担感 

  ① 未婚者の意識 

    県民意識調査によれば、独身でいる理由で、女性が男性より強く感じているもの 

   に、独身の自由さや気楽さを失いたくない、仕事と家事あるいは育児を両立させる 

   自信がない、家事が大変等があげられています。 

 

 

  ② ライフコース 

    県民意識調査で、未婚女性を対象に聞いた結果、それぞれが今後たどると考えて

いるライフコースの集約結果は下記のとおりです。 
全国の同種の調査結果と比較すると、結婚しても仕事を一生続けようとする人が

多く、専業主婦志向は低いことがうかがえます。 
 

未婚女性を対象に聞いたそれぞれが今後たどると考えているライフコース
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国立社会保障･人口問題研究所「第13回出生動向基本調査(平成17年6月)」

 
 

※ DINKS：Double Income No Kidsの略。 
二重の収入があり子どもを持たない夫婦の意味 
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  ③ 女性の就労状況 

        女性の就業者数は、従業上の地位別にみると、昭和６０年に比較して平成１７年 
   は、家族従業者が１２万１千人から５万７千人に減少し、一方で、会社などに勤め 

   ている雇用者は２７万８千人から３４万８千人に増加しており、女性の社会進出が 

   進んでいます。 
 

女性就業者数の推移
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  ④ 女性の労働力率 

    女性の労働力率（１５歳以上人口に占める就業者数及び完全失業者数の割合）を 

   年齢別に見ると、３０歳から３４歳の労働力率が低いＭ字型について、年々谷が上 

   昇しているものの、引き続きその傾向は現れており、現在も結婚や出産を機にいっ 

   たん仕事を離れ、子育てが一段落した後再就職する女性が多いことが分かります。 

    全国と比較すると、２０歳以上、６４歳未満の各年齢層で本県の方が高くなっ  

  ています。 
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15.3

41.2

77.6

71.8

76.1
78.9

61.2

15.8

40.6

67.3
73.273.1

76.9

79.1

73.7

63.5

15.4

38.6

57.0

69.6
70.5

68.2
70.3

66.2

57.1

16.8

40.4

72.7

62.3

61.6

71.6

67.7

69.5
68.3

59.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

15から19歳 20から24歳 25から29歳 30から34歳 35から39歳 40から44歳 45から49歳 50から54歳 55から59歳 60から64歳

女
性
労
働
力
率

(

%

)

福島県(平成12年) 福島県(平成17年) 全国(平成12年) 全国(平成17年) 総務省「国勢調査」  
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  ⑤ 子どものいる世帯の共働きの状況 

    平成１７年の国勢調査によると、１８歳未満の子どもがいる世帯約１７万９千世 

   帯のうち、夫婦共働きの世帯は約１１万２千世帯、６２．５パーセントとなってい 

   ます。 
共働き率を子どもの年齢でみると、６歳未満の子どもがいる世帯では、４７．８

パーセント、６歳から１４歳の子どもがいる世帯では７２．２パーセントに達し、

子どもが小学校に入学すると母親の就労率が高くなることが分かります。 
０歳から１歳の乳児がいる世帯では、３８．０パーセントと低くなっています。 

 

18歳未満の子どもがいる夫婦世帯の就労状況

62.5

76.9

72.2

47.8

38.0

34.2

19.6

24.8

48.6

57.9

3.3

3.5

3.0

3.6

4.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

15から17歳

6から14歳

6歳未満

0から1歳(再掲)

夫婦とも就業 夫のみ就業 その他 総務省「国勢調査」  
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  ⑥ 育児休業の取得状況 

    県内の育児休業取得率の推移を見ると、女性については、取得が進んでいるもの

の、男性においてはわずか０．６パーセントにとどまっている状況です。 

 

育児休業取得率の推移

68.2

82.6
85.4

78.5
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(
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)
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1.4

1.6

1.8

2.0

男
性

(

%

)

女性 男性
県雇用労政課「労働条件等実態調査」  
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  ⑦ 保育所、幼稚園等の利用状況 

    保育所（認可保育施設）は、平成２１年４月１日現在、５６市町村に３１５箇所 

  設置されています。 
平成２１年の入所児童数は２５，５１１人となり、増加傾向にあります。 
一方で、保育所の入所を希望しても定員の関係等で希望する保育所に入所できな

い待機児童は、平成２１年で１９２人と増加しています。 

    中でも低年齢児（０から２歳児）の入所児童数については、平成２１年に 
１０，１２４人、待機児童数については、平成２１年に１３４人と、全体の児童数

の中で大きな割合を占めています。 
 

保育所入所児童数の推移(各年4月1日現在)

24,329 24,772 24,940 25,311 25,511

8,676 8,997 9,156 9,696 10,124

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

入
所
児
童
数

(

人

)
入所児童数 うち、0から2歳児

県子育て支援課「保育所現況調、厚生労働省報告」  

保育所待機児童数の推移(各年4月1日現在)

240
226

149

178
192

169
158

92

123
134

0

50
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300

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

待
機
児
童
数

(

人

)

待機児童数 うち、0から2歳児
県子育て支援課「保育所現況調、厚生労働省報告」  
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    認可外保育施設については、施設数はほぼ横ばいであり、入所児童数は減少傾向

にありますが、認可保育所入所児童数と合わせた児童数全体の約２割が入所してお

り、重要な役割を担っています。 

 

認可外保育施設の推移(各年3月31日現在)

245 243 242 242
253

0

50

100

150

200

250

300

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

施
設
数

(

箇
所

)

認可外保育施設数
県子育て支援課「保育所現況調、厚生労働省報告」  

認可外保育施設入所児童数の推移(各年3月31日現在)

6,725 6,637
6,372

6,154 6,048

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

入
所
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)

入所児童数 県子育て支援課「保育所現況調、厚生労働省報告」  
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    さらに、幼稚園については、平成２１年５月１日現在で３６２園（平成１７年に

は３７５園）あり、施設数、在園児数ともに減少傾向にありますが、小学校入学児

童の約７割が幼稚園生活を経験しており、３歳以上の幼児教育において重要な役割

を果たしています。 

 

幼稚園在園児数の推移(各年5月1日現在)

33,481 33,327
32,716

31,614
30,627

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

在
園
児
数

(

人

)

在園児数 県教育委員会「学校統計要覧」
 

 

 

  ⑧ まとめ 

    女性は結婚や子育てを仕事と両立したいと考えているものの、独身でいる理由の 

  中では両立の自信がない等の理由があげられており、実際にも結婚した後は、子育 

  て時期に労働力率が低下する等、結婚や子育てと仕事の両立が難しいことがうか 

  がえます。 
こうしたことから、子育てと仕事の両立、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・

バランス）について、支援するとともに、その実現が可能になるような環境整備を

していく必要があります。 
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（４）子育ての負担感 

   ① 世帯の状況 
      世帯数は年々増加していますが、１世帯当たりの人員は年々減少し、核家族化が 
  進行しています。 

 

世帯数と1世帯当たりの人員数の推移

678,414
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702,199
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世帯数 1世帯当たりの人員
総務省「国勢調査」、県統計調査課「福島県の推計人口」  
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  ② 子どものいる世帯の状況 

        １８歳未満の子どものいる世帯は、年々減少し、平成１９年には２９．９パーセ
ントとなっています。 
１世帯の平均児童数も、年々減少し、平成１９年には１．７３人となっています。 

    福島県は、全国と比べると３人以上の子どものいる世帯の割合は高い状況にあり 

  ますが、近年は減少傾向にあり、子ども一人の世帯が増加する傾向にあります。 

 

18歳未満の子どものいる世帯といない世帯

34.2

30.9

29.9

26.0

65.8

69.3

70.1

74.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成13年

平成16年

平成19年

全国(平成19年)

子どものいる世帯 子どものいない世帯
厚生労働省「国民生活基礎調査」  

 

児童(18歳未満の子ども)のいる世帯の児童数別割合 (％、人)
1人 2人 3人以上 平均児童数

平成13年 39.7 41.5 18.3 1.81
平成16年 39.2 43.4 17.0 1.81
平成19年 44.2 41.3 14.6 1.73
全国(平成19年) 44.4 42.3 13.4 1.71

厚生労働省「国民生活基礎調査」 
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   また、１８歳未満の子どものいる世帯の５８．４パーセント、６歳未満の子ども

がいる世帯の６２．５パーセントが核家族世帯となっており、いずれも増加傾向に

あります。 

 

18歳未満の子どものいる世帯の家族類型別割合の推移

52.3

51.6

52.1

55.2

58.4

42.6

43.3

42.5

38.6

34.3

5.1

5.1

5.4

6.2

7.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

昭和60年

平成2年

平成7年

平成12年

平成17年

核家族 夫婦と子どもと親からなる世帯 その他の世帯
 

6歳未満の子どものいる世帯の家族類型別割合の推移

46.4

48.1

53.8

59.8

62.5

50.5

48.7

42.8

35.7

31.9

3.1

3.2

3.4

4.5

5.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

昭和60年

平成2年

平成7年

平成12年

平成17年

核家族 夫婦と子どもと親からなる世帯 その他の世帯
総務省「国勢調査」、県統計調査課「福島県の推計人口」  
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  ③ 理想と実際に持とうと考えるの子どもの数 

理想の子どもの人数と実際に持とうと考えている子どもの人数を見ると、 
理想の子どもの人数では、３人とした人が５４．２パーセントで最も多くなってい

ますが、実際に持とうとする人数は、２人とする人が５２．０パーセントで最も多

く、３人とする人は、２９．４パーセントに減少しています。 
 

理想と実際に持とうと考える子どもの数

1.5

8.7

34.5

52.0

54.2

29.4

6.1

1.34.7

1.8

1.2

0.9

2.7

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

理想

実際

１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 子どもはいらない(0人) 無回答

県子育て支援課「県民意識調査」
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  ④ 子育てに関する意識 

    子どものいる人が子育てに関することで困ることについては、経済的問題が最も

多くなっていますが、次いで、緊急時等に子どもを預けるところがない、近所に子

どもの遊び友達がいない等が多くなっています。 

 

子育てに関することで困ること

53.4

31.7

26.3

25.8

25.3

18.6

15.8

10.4

9.4

7.7

4.9

4.3

3.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

子どもの教育費などの経済的な問題

緊急時や突発的な用事ができたときに、子どもを預けるところがない

近所に子どもの遊び友達がいない

安全に暮らせる社会ではない

環境汚染や食品の安全性が心配

部屋が狭い、部屋数が少ないなどの住宅の問題

子どもの学校生活や交友関係

同じ年頃の子どもを持つ母親や父親が身近にいない

子どもの育て方について、配偶者や家族と意見が合わない

保育所や幼稚園のサービスに関して情報が入手しにくい

配偶者や家族の協力が得られない

子どもの病気や遊ばせ方などについて、適当な相談相手が身近にいない

その他

(%)
県子育て支援課「県民意識調査」

 



- 24 - 

    また、子育てに関して話せる近隣者の人数については、１から２人が３４．７パ

ーセント、いないが２５．８パーセントとなっており、子育てについて話せる近隣

者があまりいないことがわかります。 

 

子育てに関して話せる近隣者の人数

25.8

34.7

21.8

14.8

3.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

いない

１から２人

３から４人

５人以上

無回答

(%) 県子育て支援課「県民意識調査」

 
 

 

  ⑤ まとめ 

核家族化や都市化により、子育て世帯は孤立化の傾向にあります。 
また、近隣者とのつながりも希薄になりつつあることもうかがえます。 
こうしたことから、相談体制、情報提供体制の整備、緊急時等の子どもの預け先

の確保、育児不安の解消等、子育ての負担軽減を図っていく必要があります。 
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（５）若者の経済力の低下 

１５から２９歳の若者の労働力人口に占める完全失業者の割合は、平成２年以降 

  生産年齢全体（１５から６４歳）を上回って推移しています。 
また、その伸びも生産年齢全体に比べて大きくなっているとともに、全国と比較し

ても大きくなっています。 

  特に、平成１７年の国勢調査によると、１５から２９歳の雇用者のうち臨時雇用の

割合は１５．６パーセント（全国１８．６パーセント）であり、全国よりは低いもの

の、生産年齢全体の１３．８パーセント（全国１５．０パーセント）より高くなって

います。 

   こうしたことから、若年者の就業状況は安定しておらず、経済力も低下している 

  と考えられます。 

   若年者が家庭を築き子どもを生み育てていく事ができるよう、安定した就労を支 

  援していく必要があります。 

 

労働力人口に対する完全失業者の割合
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総務省「国勢調査」
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３ 期待される行政施策 

    行政に期待する施策について見ると、子育て世帯への経済的支援、出産・小児医療の
充実、妊娠や出産に対する経済的支援、教育費用の軽減、雇用環境の整備、保育所整備

や学童保育の充実等への期待が高くなっています。 
 

行政に期待する施策

4,123

3,447

3,244

2,714

1,651

1,594

1,362

1,280

1,052

609

515

477

359

326

287

166

54

113
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

児童手当の拡充や減税など、子育て世帯への経済的な支援

出産・小児医療の充実

妊娠や出産に対する経済的な支援

教育費用の軽減や奨学金制度の充実

出産休暇、育児休業や労働時間の短縮など子育てに関する雇用環境の整備

保育所の整備や学童保育の充実

出産・子育てのために、いったん離職した人に対する就労支援

犯罪などのない安全な生活環境の整備

妊産婦や乳幼児の健康診査・保健指導など、母子保健施策の充実

児童公園や児童館など、子どもの遊び場の整備

家事・育児の男女共同参画の推進

子育て家庭を社会全体で応援する雰囲気づくり・意識啓発

子育てサークルなど親・子同士の交流の場や仲間づくりの機会を増やす

子育てに関する相談体制や情報提供体制の充実

子育てに配慮した住宅・住環境の整備

公共施設等へのおむつ替え施設や授乳室など、子育てバリアフリーの整備

特に施策は期待していない

その他

(人)

県子育て支援課「県民意識調査」
「特に重要」件数の２倍に「次に重要」件数を合算。
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Ⅰ 計画の理念 
 

 

社会全体での子育ち・子育ての支援
 

 

かつては、子育ては、大家族の中で、さらには家族を越えて集落、地域社会全体で行

われてきました。 
  しかし、現在の社会においては、核家族化の進行や地域社会における人間関係の希薄

化により、子育てが孤立化し、子育てに伴う不安や負担が大きくなっている状況にあり

ます。 
  また、女性の社会進出が進み、結婚しても仕事を続けることや子育てと仕事との両立、

男性の子育てへの参画が望まれていますが、現実には、子育ての負担が女性にかたよっ

ており、男性も長時間労働が常態化することで子育てに関わりにくくなっている等の状

況が見受けられ、子育てを含めた仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）が実

現しにくい社会となっております。 
  このように、現在の社会は、子育てしにくい社会になっており、少子化も急速に進行

しております。 
  本県においても、合計特殊出生率が全国第８位となっているものの、少子化の進行に

は歯止めがかからない状況にあり、緊急に少子化対策を推進することが求められていま

す。 
  このような中、県においては、福島県総合計画「いきいき ふくしま創造プラン」に

おいて、「人がほほえみ、地域が輝く”ほっとする、ふくしま”」を県づくりの基本目

標として掲げ、その下に「子どもから大人まで一人ひとりの輝きと生きがいが見いだせ

る社会」の実現を目指しております。 
  子どもは社会の宝であり、子どもが大切にされ、健やかに成長することは、社会全体

の願いであり、子どもを産み育てること、子どもが健やかに育つことは、活力ある豊か

な未来の社会を築いていく次世代を育成することでもあります。 
  こうした意味で、安心して子育てができるとともに、子どもが健全に育つことができ

るよう、行政、企業をはじめ、地域の様々な団体、高齢者等の様々な世代等、社会全体

で、新たな支え合いによる、子育ち・子育てを支援していく体制づくりを進めることが

重要です。 
  このため、「社会全体での子育ち・子育ての支援」を少子化対策を進める本計画の理

念とするとともに、県民をあげてこうした体制づくりを進めるため、引き続き“子育て

支援を進める県民運動”を展開しながら、進行する少子化に対応できるよう、各施策を

総合的に推進していきます。 
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Ⅱ 計画の目標 
 

  前記の「社会全体での子育ち・子育ての支援」の理念の下、子育ちや子育てに夢と希

望を持てる社会づくりを目指して、本計画を「うつくしま子ども夢プラン（後期行動計

画）」と名付け、次の２点を基本的な目標として施策の展開を図ります。 

 

 １ 安心して子どもを産み、育てることができる社会 

   現在の社会においては、子育てと仕事との両立の負担感、子育ての負担感、若者の

経済力の低下等、結婚をしたい人にそれをためらわせるような、あるいは夫婦が理想

の人数の子どもを産み育てるのをためらわせるような様々な要因があります。 
   そこで、結婚し、子どもを産み育てたいと考えている人が、結婚や子育てと社会参

加を両立させることができ、また、安心して子どもを産み、健康に育てることができ、

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）が実現できる社会を目指します。 
   そして、その実現のため、多様化するニーズに対応した子育て支援サービスの充実

を目指します。 
   さらに、次代の親となるべき若年者が自立して家庭を築き子どもを産み育てること

ができる社会を目指します。 

 

 ２ 子どもが大切にされ、いきいきと育つことができる社会 

      現在の社会においては、子どもの健やかな成長をおびやかす児童虐待やいじめ、子
どもに対する犯罪等が大きな社会問題となっています。 

   また、離婚の増加によりひとり親家庭が増えるなど子どもを取り巻く環境は大きく

変わってきています。 
   そこで、子ども自身の声を尊重し、あらゆる子どもたちが大切にされるとともに、

子どもたちの知・徳・体がバランス良くはぐぐまれ、夢に向かってチャレンジする意

欲と想像力にあふれた、主体性のあるたくましい子どもに成長することができる社会

を目指します。 
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Ⅲ 計画の基本方針 
 

 １ 親と子のための保健・医療体制の整備と健康づくり 

   安心して子どもを産み、健康に育てることを支援するとともに、育児に不安や悩み

を持つ親に対する援助を行う必要があります。 
   このため、安心して出産できる保健・医療体制及び小児医療体制の整備を進めます。 
   また、不妊に悩む夫婦のための対策を推進します。 
   さらに、食育を推進する等、親と子の健康づくりに対する支援を行います。 

 

 ２ 子育ての支援 

   核家族化の進行や地域社会における人間関係の希薄化等に伴い、子育てが孤立化す

るとともに、共働き家庭やひとり親家庭の増加等、子どもを取り巻く環境が大きく変

化している中で、子育てにおける負担の軽減や地域における子育て支援体制の整備が

求められています。 
   このような中、社会全体で子育て世帯を支援するため、子育て支援を進める県民運

動を一層推進してまいります。 
   また、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）等を推進する中で、多様な

働き方に対応した子育て支援サービスの整備が求められています。 
   このため、安心して子育てができるよう相談・情報提供体制を整備するとともに、

保育サービスを含む多様な子育て支援サービスの整備・充実を図り、子育てに関する

団体や高齢者等、地域における様々な社会資源による子育ての支援を図ります。 
   加えて、妊娠から子育て、さらには教育に要する費用への負担感が増大しているた

め、経済的負担の軽減を図ります。 
 さらに、住宅や居住環境、まちづくり等において、子育てしやすい生活環境の整備

を図ります。 

 

 ３ 子育てと社会参加の両立のための環境づくり 

   女性の社会進出が進み、結婚、子育てと仕事の両立を望む女性が多くなり、共働き

家庭が増加しています。 
また一方で、固定的な性別役割分担意識はいまだ社会に根強く残っており、女性に

とっての家事や子育ての負担は重いものとなっており、このような観点からも、仕事

と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を推進することが、大変重要な課題とな

っております。 
   このため、個人の価値観を尊重するのはもちろんですが、男女がともに子育てに関

わっていく社会づくりを進めるとともに、子育てをしながら働き続けることのできる

環境づくりのため、子育てに配慮した働き方の普及促進や職場における子育て支援の

促進を図ります。 
   さらに、育児休業制度等の定着と充実を図るとともに、出産や子育てのためにいっ

たん退職した人の再就職のための支援を進めます。 
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 ４ 子どもの健やかな成長のための環境づくり 

   子どもが健やかに、また、個性豊かに育つことができる環境づくりのため、学校及

び地域における教育の充実を図り、放課後の児童の健全育成を推進するとともに、遊

びや体験学習に係る環境整備を進めます。 

   また、子どもの人権に関する啓発等、子育てしやすい環境づくりを進め、子どもの

健全育成を図るとともに、犯罪被害の防止や交通安全等、子どもにとって安全で安心

な地域づくりを進めます。 

 

 ５ 援助を必要とする子どもや家庭のための支援 

   障がいのある子どもや家庭において適切な養育を受けることができない子ども、ひ

とり親家庭等の援助が必要な子どもや家庭への支援を進めます。 

   また、児童虐待の防止体制を整備し、関係機関との協力・連携を図りながら、犯罪

やいじめ、虐待等にあった子どもに対する支援等を進めます。 

 

 ６ 次代の親の育成 

   次代の子どもを産み、育てやすい環境づくりが求められる中で、次代の親となるべ

き若者に対し、健康教育を行うとともに、家庭を築き子どもを産み育てることの意義

について教育や啓発を図ります。 

   また、若者が自立して家庭を持てるようにするため、安定した就業に対する支援を

進めるとともに、若者が互いに交流する機会を促進します。 
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１ 安心して出産できる保健・医療体制及び小児医療体制の整備 
 

現状と課題 

周産期死亡率、乳児死亡率は以前と比べると改善されてきていますが、ここ数年は

横ばいの傾向にあります。 
また、低出生体重児の出生割合も増加しており、さらに安心して出産できる保健医

療体制の整備を図る必要があります。 
小児専門医師による診察が望まれている一方で、病院の小児科部門の縮小傾向が見

られることから、小児医療体制の整備を推進していく必要があります。 
さらに、健やかな出産のため、健康管理が必要な妊婦に対して正しい健康づくりや

健康の維持、適切な栄養摂取について、適切な保健指導を行っていく必要があります。 

 

施策の方向 

既に構築した「総合周産期母子医療センター」、「地域周産期母子医療センター」、

「周産期医療協力施設」からなる「総合周産期医療システム」について、関係機関の

機能分担と相互の有機的連携を図るなど一層の整備充実を図ります。 
また、初期救急から第三次救急まで、その症状に応じた小児救急医療体制の整備を

推進します。 
さらに、小児救急電話相談等の利用を促進するとともに、健康管理が必要な妊婦に

対し、正しい健康づくり、健康の維持、適切な栄養摂取のために、妊娠から出産まで

の継続的な保健指導サービス体制の整備を図ります。 

 

行動計画 

  ※ ●は、今後５年間に重点的に取り組む施策です。 

    課（室）名は、平成２１年４月１日時点において、主にその施策を所管している県の課

（室）です。 

 

（１）安心して出産できる保健・医療体制及び小児医療体制の整備 

● 地域で安心して出産できる環境を整備するため、産科、小児科の医師確保に努

めます。（医療看護課) 
○ 有識者による「周産期医療協議会」において、地域の実情に応じた検討及び協

議を行い、関係機関の機能分担と相互の有機的連携を図る等、総合周産期医療シ

ステムの円滑な運用を図ります。（医療看護課） 

○ 周産期医療関係者に対して、周産期医療に必要な基礎的、専門的知識、技術習

得のための研修を行います。（医療看護課） 
○ 「総合周産期母子医療センター」、「地域周産期母子医療センター」や「周産

期医療協力施設」として、周産期医療を担う医療機関に対し、運営経費の一部を

助成します。（医療看護課） 

○ 新生児医療施設・設備の整備に対し、その一部を助成します。（医療看護課） 

○ 小児科専門医を配置して小児初期救急に対応している「休日夜間急患センター」
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の運営を支援します。（医療看護課） 

○ 病院群輪番方式により小児２次救急に対応している病院群の運営を支援しま

す。（医療看護課） 
○ 小児科医師が不足している地域で医師の小児診療能力を高めるため、研修を行

い、小児初期救急体制の充実を図ります。（医療看護課） 

○ 小児医療のさらなる充実のため、小児医療確保方策について有識者等による検

討を進めます。（医療看護課） 
○ 院内助産所等の開設促進について検討し、開設に必要な知識・技術習得のため

の研修を行う等、産科医療の確保に努めます。（医療看護課） 

○ 子どもの急病への対処法等についてアドバイスをする夜間の電話相談を実施し

ます。（医療看護課） 
○ 妊娠中の禁煙や正しい食生活等、健康管理に関する啓発やハイリスク妊婦へ

の保健指導が市町村と医療との連携により円滑に行われるよう情報提供等の支

援に努めます。（児童家庭課） 

○ 妊娠中の異常を発見し妊娠が順調に進むように、市町村において定期的な妊

婦健康診査の受診勧奨や未受診者対策が図られるよう情報提供等に努めるとと

もに、市町村が実施する妊婦健康診査の費用の一部について支援し、母体や胎

児の健康確保のための環境整備を進めます。（児童家庭課） 

 

施策に関する指標 

１ 周産期死亡率（医療看護課） 

平成２０年 ５．３ → 平成２４年 ３．７以下 

（現在値）              （目標値） 
 ※１年間における出産数千人当たりの「妊娠満２２週以後の死産数に、早 

 期新生児死亡数を加えた数」の割合。 
 ※目標値は平成２４年のもの。 

 

２ 乳児死亡率（児童家庭課） 

平成２０年 ２．７ → 平成２４年 ２．０以下 

（現在値）              （目標値） 
      ※１年間における出生数千人当たりの乳児死亡数（生後１年未満の死亡数） 

      の割合 
※目標値は平成２４年のもの。 

 

３ 小児救急電話相談事業相談件数（医療看護課） 

平成２０年度 ６，４２９件 → 平成２６年度 ６，９６０件 

（現在値）                  （目標値） 
 
  （参考数値）合計特殊出生率（平成２０年１．５２）は、上昇を目指す。 
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２ 不妊に悩む夫婦に対する支援 
 

現状と課題 

不妊に悩む夫婦は７組に１組といわれ、子どもを持てないかも知れないという不安

を抱えている夫婦が多く、治療について適切な情報を得たり、不安や悩みを相談でき

る場が少ないため、身近な地域に相談機関を設置し、気軽に相談できるようにしてい

く必要があります。 
また、不妊治療のうち特定不妊治療（体外受精や顕微授精）については、医療保険

が適用にならず、また繰り返しの治療が必要なことから、医療費の負担が高額となる

ため、子どもを持つことをあきらめざるを得ない夫婦も少なくない状況にあり、治療

費に係る負担を軽減する必要があります。 
さらに、不妊の要因や不妊治療に関して、治療を行う夫婦のみならず、その家族や

一般の方々にも不妊治療に関する理解を得るため、普及啓発を図る必要があります。 

 

施策の方向 

不妊に悩む夫婦が気軽に相談できる体制を整備します。 
また、不妊治療に要する費用について、負担軽減を図ります。 
さらに、不妊の要因や不妊治療に関して、広く一般の方々にも理解を得るための普

及啓発を図ります。 

 

行動計画 

（１）不妊に悩む夫婦に対する支援 

○ 不妊に悩む夫婦のために、各保健福祉事務所において、相談を受け付け、情報

提供等を行います。（児童家庭課） 
○ 不妊の要因や不妊治療に関する情報提供を広報等を通じて行う等、普及啓発に

努めます。（児童家庭課） 

● 体外受精、顕微授精による治療を受けた夫婦に対し、治療に要した費用の一部

を助成します。（児童家庭課） 
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３ 親と子の健康づくりに対する支援 
 

現状と課題 

乳幼児の健康づくりのため、疾病や障がいを早期に発見し、早期の治療や療育等を

行っていく必要があります。 
また、子どもの心身の健全な発達や児童虐待の防止のため、育児不安や悩みを持つ

親に対する相談や援助を行う必要があります。 
さらに、子どもの不慮の事故の未然防止のため、予防の指導や啓発を行う必要があ

ります。 
加えて、健やかな出産・育児や子どもの心身の健全な育成のため、妊産婦の正しい

健康づくり、乳幼児期からの正しい食事の摂り方や健康な食習慣の定着、食を通じた

豊かな人間性の形成を図る必要があります。 

 

施策の方向 

乳幼児に対するマス・スクリーニング検査等を行い、疾病や障がいの早期発見に努

め、適切なフォローの実施を図るとともに、低出生体重児や身体障がい、慢性疾患等

を有する子どもに対する相談や支援を行います。 
また、育児不安を持つ母親等に対する相談、指導の充実を図るとともに、必要に応

じ家庭訪問による支援を行います。 
さらに、乳幼児及び親に対する正しい食生活の普及、健康な食習慣の定着を図り、

また、児童・生徒には、学校給食等を通して正しい食生活や健康な食習慣について学

ばせるとともに、「食」と「農」の関わりについて理解の促進を図ります。 

 

行動計画 

（１）親と子の心と体の健康づくりに対する支援 

● 市町村が実施する１歳６か月児健診及び３歳児健診の充実と事後フォローの体

制整備を図ります。（児童家庭課） 

○ 市町村が実施する、子育て家庭の孤立化を防ぎ、子育ての不安や悩みに対応す

る乳児家庭全戸訪問事業や養育支援訪問事業を支援します。(児童家庭課） 
○ 先天性代謝異常症、先天性甲状腺機能低下症及び先天性副腎過形成症の早期発

見、早期治療を図るため、検査を実施します。（児童家庭課） 

○ 先天性の聴覚障がいを早期に発見し早期療育につなげるため、新生児に対する

聴覚検査の普及・啓発を行います。（児童家庭課） 

○ 身体障がい児、結核児童、妊娠中毒症等の妊婦、未熟児に対して必要な医療の

給付を行います。（児童家庭課） 

○ 小児慢性特定疾患の治療研究により治療法の確立を推進するとともに、併せて

患者家庭の医療費の負担の軽減や日常生活用具の給付を行います。（児童家庭課） 

○ 長期間にわたる療育が必要な低出生体重児や身体障がい児、慢性疾患等を有す

る子どもやその家族に対し、助言や相談、家庭訪問を行い適切な支援を行います。

（児童家庭課） 
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○ 乳幼児の事故防止に関する普及・啓発を行い、保健指導を市町村が行えるよう

情報提供等を行います。（児童家庭課） 

 

（２）食育の推進 

● 栄養教諭や食育推進コーディネーターを中心として、学校における食育の推進

体制を整備するとともに、「食べる力」や「感謝の心」、「郷土愛」を育成する

ことができるよう、教育活動全体を通じて食育を推進します。（学校生活健康課） 

○ 保育所等の児童福祉施設や幼稚園、学校等の給食を提供している施設に対する

巡回指導や講習会を通し、給食の提供にとどまらず、食育を推進していくことの

必要性について啓発を行います。（健康増進課） 

○ 食に関する関係機関・団体で構成する「食育推進ネットワーク会議」を設置し、

家庭・学校・地域が一体となった食育推進運動を展開します。（健康増進課） 

○ 幼児、児童生徒の望ましい食習慣の定着と食を通じた人づくりを目指し、幼

稚園・保育所における研修や地産地消と安全の体験学習、教材を活用した食育

運動を行います。（健康増進課） 

○ ごはんを中心とした健全な食生活の実現や地産地消を推進するため、学校給食

における地場産品の利用促進を図ります。（農産物流通課、学校生活健康課） 

○ 妊娠期及び授乳期における望ましい食習慣を確立し、母乳育児を促進するた

め、市町村や医療機関等関係機関への研修機会を設ける等、乳幼児の発達に応

じた食生活や母乳育児について、正しい知識の普及啓発を行います。（児童家

庭課） 

  

施策に関する指標 

１ １歳６か月児健診の受診率（児童家庭課） 

平成１９年度 ９４．９％ → 平成２６年度 １００％ 

（現在値）                 （目標値） 
 

２ ３歳児健診の受診率（児童家庭課） 

平成１９年度 ９３．１％ → 平成２６年度 １００％ 

（現在値）                 （目標値） 
 

３ 養育支援訪問事業実施市町村率（児童家庭課） 

平成２１年度 ３３．９％ → 平成２６年度 ５０．８％ 

（現在値）                 （目標値） 
 

４ 乳児家庭全戸訪問事業実施市町村率（児童家庭課） 

平成２１年度 ８６．４％ → 平成２６年度 １００％ 

（現在値）                 （目標値） 
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５ 朝食を食べる児童・生徒の割合（学校生活健康課） 

平成２１年度 ９５．４％ → 平成２６年度 ９６．０％以上 

（現在値）                 （目標値） 
  （参考）平成２０年度は、９５．１％。 

 
６ 学校給食における地場産物活用割合（学校生活健康課） 

平成２０年度 ３４．７％ → 平成２６年度 ４０．０％以上 
（現在値）                 （目標値） 
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 Ⅱ 子育ての支援 
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１ 子育て等に関する相談・情報提供体制の整備 
 
現状と課題 

核家族化の進行や地域社会における人間関係の希薄化に伴い、育児不安が増大する
とともに児童虐待が増加しています。学校においても、いじめや不登校等が依然とし
て問題となっています。 
こうした中、身近に相談できる相手や情報交換の場は減少していることから、子育

て家庭の不安の軽減を図り安心して子育てができるようにするため、子育て等の不安
や悩みについていつでも気軽に相談できる体制の整備や子育てに関する情報を提供す
る体制の整備を図る必要があります。 
 

施策の方向 
子育てや学校生活に関する様々な不安や悩みについて、いつでも気軽に相談できる

よう、関係機関が連携を図りながら、相談体制づくりを進めます。 
また、子育て支援を進める県民運動を通じた、子育て支援団体間、子育て支援団体

と行政間の連携により、子育て支援等に関する支援体制を充実させ、子育てに関する
各種資源やサービス内容について、幅広く、きめ細かな情報提供ができる体制づくり
を進めます。 

 
行動計画 
（１）子育て等に関する相談・情報提供体制の整備 

● 子どもに関する保健、医療、相談機関、保育サービス、各種団体等の情報提供
を広報誌やホームページ等を通じて積極的に行うとともに、利用しやすい情報の
掲載や最新の情報の提供に努めます。（子育て支援課） 
● 中央児童相談所に、誰でも気軽に相談できる専用ダイヤルを設置し、医療・法
律・福祉などの専門家チームの支援の下、祝日と年末年始を除く毎日（９時から
２０時まで）、電話及び電子メールによる相談を実施します。（児童家庭課） 
○ 児童相談所に家庭相談員を配置し、家庭における人間関係や児童の育成等につ
いて相談指導を行います。相談員については、研修を開催して資質の向上を図り
ます。（児童家庭課） 
○ 児童委員（主任児童委員）が児童福祉関係機関との連携を強化し、さらに指導
力・活動力を発揮できるよう研修会を開催します。（子育て支援課） 
○ 市町村で交付する母子健康手帳の交付時等に子育て支援に関する情報や相談窓
口を掲載した資料を提供する等、市町村で行う子育て支援の情報提供活動を支援
します。（子育て支援課） 
○ 電話相談窓口カードを作成し、児童本人に対する相談窓口等の情報提供を行い
ます。（子育て支援課） 
○ 学校教育相談員を配置し、教育、学校生活、家庭生活に関連した不安や悩みに
ついて、電話（フリーダイヤル）による相談等を通して助言や支援を行います。（学
校生活健康課） 
○ 養護教育センターと総合療育センターの連携を軸に関係機関が相互に連携し、
障がいのある乳幼児の早期からの教育相談を実施します。（特別支援教育課、障
がい福祉課） 

 
施策に関する指標 
１ 子育て支援等に関するホームページへのアクセス件数（子育て支援課） 

平成２０年度 １５２，４２０件 → 平成２６年度 １５５，０００件 
（現在値）                    （目標値） 
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２ メールマガジン「ふくしまエンゼルサポート」登録者数（累計）(子育て支援課) 

平成２１年度 １６５人 → 平成２６年度 ２５０人 
（現在値）                （目標値） 
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２ 子育て家庭の経済的負担の軽減 
 
現状と課題 

妊娠から子育て、さらには教育に要する費用については、負担感が増大しており、
県民意識調査の中でも、妊娠や出産に対する経済的支援、子育て世帯への経済的支援、
教育費用の軽減や奨学金制度の充実等の行政への期待は非常に高くなっています。 
このため、子育て家庭の経済的負担の軽減について、支援策を充実していく必要が

あります。 
 

施策の方向 
乳幼児の医療費、保育料及び教育費用の負担軽減等を図ります。 
 

行動計画 
（１）子育て家庭の経済的負担の軽減 

● 乳幼児期の子どもを持つ家庭の負担を軽減するため、乳幼児の入院及び通院に
かかる医療費に対し助成します。（児童家庭課） 
○ 心身ともに健全な子どもの出生と育成を図るため、身体に障がいのある児童、
結核児童、妊娠中毒症等の妊婦及び未熟児に対し必要な医療給付等を行います。
（児童家庭課） 
○ 能力があるにもかかわらず経済的理由によって修学が困難と認められる生徒に
対して奨学資金の貸与を行い、教育の機会均等を図ります。（学習指導課） 
○ 経済的理由により、就学困難な私立高等学校の生徒について、教育機会を確保
するため、学校が低所得世帯の保護者に対して行う授業料軽減事業を支援します。
（私学法人課） 
○ 専修学校高等課程に通学する生徒の保護者の負担を軽減するため、低所得世帯
の授業料減免を行う私立専修学校に対し支援を行います。（私学法人課） 

● 保育所及び認可外保育施設を利用する多子世帯の保育料の一部を助成する市町
村を支援することにより、多子世帯における子育ての経済的負担を軽減し、仕事と
子育ての両立を支援します。（子育て支援課） 
● 妊婦が健診費用の心配をせずに受診できるよう、市町村が実施している妊婦健康
診査費用の一部について支援を行います。（児童家庭課） 
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３ 地域における支援 
 
現状と課題 

かつては、子育ては祖父母世代以上を含む大家族で、さらには家族を越えて地域全
体で行われてきました。 
しかし、本県でも核家族化が進行し、地域社会の連帯感の希薄化等により、子育て

世帯は孤立化し、育児に対する不安や負担感などが増大しています。 
こうした中で、安心して子育てをしていくためには、地域の中で、子育て支援団体

等が連携し、高齢者等の人材を生かしながら、社会全体で子育てを支援していく必要
があります。 
 

施策の方向 
社会全体で子育てを支援していく環境づくりを進めるため、子育て支援を進める県

民運動を推進し、子育て支援に関するニーズや子育て支援のあり方について、関係機
関と連携を図りながら調査等を進め、新たな施策への反映について検討を進めます。 
また、社会全体で子育てを支えていくためには、子育て支援団体等の地域資源の力

を活用していく必要があり、また、これらの団体の連携を図ることにより、地域にお
ける子育て支援活動がさらに推進されるよう支援します。 
また、高齢者の知恵や経験を生かした子育て支援を積極的に進めます。 
 

行動計画 
（１）子育て支援環境づくりに関する啓発・調査等 

● 「子育ての日」及び「子育て週間」を設定し、地域における子育て支援につい
て集中的に啓発を行います。（子育て支援課） 
○ 福島県子育ち・子育て環境づくり推進会議を運営し、広く県民の意見を聴き、
施策に反映させていきます。（子育て支援課） 
○ 子育てに関する県民ニーズの把握に努めるとともに、県内外で実践されている
子育て支援の情報を収集し、施策に反映させていきます。（子育て支援課） 
○ 地域のきずなを強め、互いに支え合う地域社会を築くため、「子育てしやすい
環境づくり」を重点テーマの一つとして県民運動を展開し、県民や関係団体の取
り組みを促進します。（文化振興課） 
● 子育て応援パスポートを交付することにより、県、市町村、事業所及び県民が
一体となって、子育てを応援していきます。（子育て支援課） 

 
（２）子育て支援団体等による子育て支援活動の充実 

● 子育てサークルについての情報収集・提供を行うとともに、交流会等を実施し、
活動の充実を図るとともに、ネットワーク化の促進等による機能強化を図ってい
きます。（子育て支援課） 
○ 子育て親子の交流等を促進する地域子育て支援拠点の施設の普及、啓発を進め、
子育て等に関する相談、援助や地域の子育て関連情報の提供等、親の子育てへの
負担感の緩和を図るとともに、子育てへの楽しさ、喜びを感じるような環境づく
りを進めます。（子育て支援課） 
○ ボランティア活動に参加しやすい環境づくりを進めるため、広報・啓発を行い
ます。（社会福祉課） 
○ 市町村ボランティアセンターの機能の充実を支援するとともに、県ボランティ
アセンターを核とするボランティアネットワークの整備の促進を図ります。（社
会福祉課） 
○ 幼稚園の施設や機能を地域に積極的に開放し、地域の幼児教育センターとして
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子育て支援活動を推進するとともに、同様の取組みを行う私立幼稚園を支援しま
す。（学習指導課、私学法人課） 
● 国の補助の対象とならない地域子育て支援センターの設置を促進します。（子
育て支援課） 
● 安心こども基金等を活用し、地域の子育て支援機能を有する認定こども園の設
置を支援します。（私学法人課、子育て支援課） 
○ 子育て支援相談員を各地区に配置し、私立幼稚園が行う預かり保育や子育て支
援活動を支援します。（私学法人課） 

○ ファミリー・サポート・センターの普及、啓発を進め、サービス内容等が向上す
るよう支援します。（子育て支援課） 
○ 一般の事業主に対するモデルケースとして、県自らが県庁内保育施設「けやきの
子」を設置、運営することにより、県職員等の仕事と子育ての両立を図ります。（福
利厚生室） 

 
（３）高齢者による支援 

● 高齢者をはじめとした、地域の住民による子育て支援の取組を支援します。（子
育て支援課） 

 
施策に関する指標 
１ 子育て支援を進める県民運動関連事業参加者数（累計）（子育て支援課） 

平成２０年度 ８６，４１７人 → 平成２６年度 １５０，０００人 
（現在値）                   （目標値） 
 ※平成２０年度の数値は単年度の数値。 

 
２ 地域子育て支援拠点（センター型、ひろば型、児童館型）施設数（累計）（子育
て支援課） 

平成２０年度 ６７箇所 → 平成２６年度 ９５箇所 
（現在値）                （目標値） 

 
３ ファミリー・サポート・センターの設置数（累計）（子育て支援課） 

平成２０年度 ２３箇所 → 平成２６年度 ３０箇所 
（現在値）                （目標値） 
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４ 子育て支援サービスの充実 
 
現状と課題 

人口が減少し、さらに年少人口割合が減少している中にあって、核家族化の進行や
共働き家庭の増加により、保育所の入所児童数は増加傾向にあります。 
都市部を中心に待機児童が発生している状況にありますが、保育を必要とする児童

がすべて保育所に入所し、待機児童が解消されるよう、施設整備等を図る必要があり
ます。 
また、子育て支援についてのニーズも多様化しており、様々なニーズに応じて各種

子育て支援施策を質、量ともに充実させていく必要があります。 
さらに、認可外保育施設も、認可保育所同様、子育て支援サービスの提供に重要な

役割を果たしていることから、充実を図っていく必要があります。 
 

施策の方向 
保育所の整備を促進する等、保育所入所定員数を拡充し、待機児童の解消を図ると

ともに、質の高い保育サービスを提供するため、保育士等に対する研修の充実を図り
ます。 
また、認可外保育施設入所児童の処遇向上を図るための支援を推進します。 
さらに、多様な保育ニーズに応えるため、一時預かり、休日保育等、様々な保育施

策について、地域の状況に合わせて一層の充実を図ります。 
 
行動計画 
（１）保育施設の整備の促進及び保育の質の向上 

○ 保育施設職員の資質向上を図るため、保育士等に対する研修を実施します。（福
祉監査課） 
● 待機児童の解消のため、保育所の整備を促進する等して保育所入所定員を増加
させるとともに、老朽化している保育施設の改築や、多様な保育ニーズに対応す
るための整備を支援します。（子育て支援課） 

○ 安心こども基金等を活用し、保育士等に対する研修の実施や研修への参加等への
支援を行います。（子育て支援課） 

 
（２）認可外保育施設への支援 

● 認可外保育施設の入所児童の処遇の向上及び低年齢児保育等の促進を図るため、
市町村と併せて認可外保育施設の運営に対する助成を行います。（子育て支援課） 

 
（３）多様なニーズに対応した子育て支援サービスの推進 

● 就労形態の多様化等に伴い、開所時間を超えて保育を行う延長保育を支援しま
す。（子育て支援課） 
● 毎日の保育所利用までは至らないが一定程度の保育サービスが必要となる子ど
もや、日曜、祝日等の休日に保育サービスが必要となる子どもについて、保護者
が柔軟に利用できる特定保育や休日保育を支援します。（子育て支援課） 
● 病児の預かりや保育中に体調不良となった児童への緊急対応等を行う体制整備
を支援します。（子育て支援課） 
○ 幼稚園において、地域の実情や保護者の要請を考慮し、幼児の心身の負担に配
慮した預かり保育を実施するとともに、同様の取組みを行う私立幼稚園を支援し
ます。（学習指導課、私学法人課） 
○ 保護者の疾病等により、保育所等において児童を一時的に預かる一時預かり事
業の普及、啓発を進め、親の子育て負担の軽減が図れるような環境づくりを進め
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ます。（子育て支援課） 
○ 子育て親子の交流等を促進する地域子育て支援拠点の施設の普及、啓発を進め、
子育て等に関する相談、援助や地域の子育て関連情報の提供等、親の子育てへの
負担感の緩和を図るとともに、子育てへの楽しさ、喜びを感じるような環境づく
りを進めます。（子育て支援課） 
○ ファミリー・サポート・センターの普及、啓発を進め、サービス内容等が向上
するよう支援します。（子育て支援課） 

 
施策に関する指標 
１ 保育所入所定員数（子育て支援課） 

平成２１年度 ２６，３９６人 → 平成２６年度 ２９，８００人以上 
（現在値）                   （目標値） 

  （参考数値）保育所入所待機児童数の現在値（平成２１年度）は、１９２人。 
 

２ 延長保育実施施設数（子育て支援課） 
平成２０年度 １８２箇所 → 平成２６年度 ２２９箇所 
（現在値）                 （目標値） 

 
３ 休日保育実施施設数（子育て支援課） 

平成２０年度 ７箇所 → 平成２６年度 １８箇所 
（現在値）               （目標値） 

 
４ 一時預かり実施施設数（子育て支援課） 

平成２０年度 ８６箇所 → 平成２６年度 １２４箇所 
（現在値）                （目標値） 

 
５ 特定保育実施施設数（子育て支援課） 

平成２０年度 １４箇所 → 平成２６年度 １８箇所 
（現在値）               （目標値） 

 
６ 病児・病後児保育実施施設数（子育て支援課） 

平成２０年度 ９箇所 → 平成２６年度 ２６箇所 
（現在値）               （目標値） 

 



 - 53 - 

５ 子育てしやすい生活環境の整備 
 
現状と課題 

安心して子どもを産み育てるためには、子育てしやすい居住環境が必要です。 
県民意識調査によると、子育て家庭に聞いた重要な住宅の要素は、十分な居住スペ

ースや安価な住宅コスト、遮音性、十分な敷地等とされていますが、住宅の広さや部
屋数、住宅コスト等についてあまり満足していない状況がうかがえます。 
こうしたことから良質な住宅の適正な価格での供給を図る必要があります。 
また、安心して子育てができるまちづくりも重要です。 
県民意識調査によると、子育て家庭から、歩道が狭かったりなかったりして交通事

故が心配、おむつ替えや授乳コーナーの設備が少ない、乳児といっしょに入れるトイ
レが少ない、階段などでベビーカーが使えないところが多い等の声があり、安心して
子どもを連れて出かけることのできるまちづくりを進める必要があります。 
 

施策の方向 
県営住宅の改善等によりファミリー世帯向けの良質な住宅の提供を進めるとともに、

子育て世帯等に対する県営住宅への優先入居を行います。 
また、公営住宅の集会施設等を活用した「住宅団地一体型子育て支援施設」につい

ては、地域の需要等を勘案しながら、各市町村と連携のもと、その整備に努めます。 
さらに、「人にやさしいまちづくり条例」に基づき、ユニバーサルデザインの考え

方に立ったまちづくりを進めるとともに、歩道の段差の解消、公共交通機関における
ユニバーサルデザインの推進、車いす使用者用駐車施設（車いすマークのある駐車ス
ペース）の整備、公共施設における段差の解消や多機能トイレ、授乳スペース等の整
備を図ります。 
 

行動計画 
（１）子育てしやすい居住環境の整備 

● 県営住宅の改善等により、一部ファミリー世帯向けの良質な住宅の整備を図り
ます。（建築住宅課） 
● 県営住宅等条例に基づき、多子世帯やひとり親家庭等に対し、優先的に県営住
宅への入居を行います。（建築住宅課） 

 
（２）安心して子育てができるまちづくりの推進 

● 人にやさしいまちづくり条例に基づき、ユニバーサルデザインの考え方に沿っ
て、人にやさしいまちづくりのさらなる推進を図ります。（高齢福祉課） 
● 妊産婦や障がい者、高齢者等に配慮したおもいやり駐車場利用制度を推進しま
す。（高齢福祉課） 
○ 妊産婦にやさしい環境づくりを推進するため、マタニティマークの普及に努め
ます。（児童家庭課） 
○ 全ての人々が利用可能なエレベーターやエスカレーター等鉄道駅構内での移動
の円滑化を促進する設備の設置に対して支援に努めます。（生活交通課） 
○ 子ども連れの人や妊婦等の移動の利便性及び安全性の向上を図るため、低床バ
ス（ノンステップバス等）の導入に対して支援に努めます。（生活交通課） 
○ 公共施設、福祉施設、駅など人の多く集まる場所の周辺や小学校等の通学路を
中心に、歩道の整備や拡幅、段差の改善等の整備を進めます。（道路整備課） 
○ 既存の県有建築物について、人にやさしいまちづくり条例の基準に適合するよ
う、出入り口ドア幅の確保や自動ドアへの改修、みんなのトイレ、昇降機、ベビ
ーチェア、授乳スペース等の整備、段差の解消、手摺りの設置等を進めます。（営
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繕課） 
 
施策に関する指標 
１ バリアフリー化施設整備が完了した主要鉄道駅の数（累計）（生活交通課） 

平成２０年度 ５駅 → 平成２６年度 ６駅 
（現在値）              （目標値） 
 ※主要鉄道駅とは、１日の利用者が５，０００人以上の駅をいう。 

 
２ 乗合バス会社におけるノンステップバスの導入率（生活交通課） 

平成２０年度 ２．３％ → 平成２６年度 ５．０％以上 
（現在値）                （目標値） 

 
３ すべての人が安心して通れるように配慮して整備された歩道の延長（道路整備課） 

平成２０年度 ４６７ｋｍ → 平成２６年度 ５８０ｋｍ以上 
（現在値）                 （目標値） 

 
４ 「やさしさマーク」を取得した既存県有建築物数（累計）（営繕課） 

平成２０年度 ５２棟 → 平成２６年度 ５７棟 
（現在値）               （目標値） 

 
５ 「やさしさマーク」交付数（累計）（高齢福祉課） 

平成２０年度 ３８０件 → 平成２６年度 ５００件以上 
（現在値）                （目標値） 

 
６ おもいやり駐車場協力施設数（累計）（高齢福祉課） 

平成２０年度 － → 平成２６年度 １，２００箇所以上 
（現在値）           （目標値） 
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 Ⅲ 子育てと社会参加の 

      両立のための環境づくり 
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１ 男女共同参画による子育ての推進 
 
現状と課題 

女性の社会進出が進み、共働き家庭は増加していますが、結婚、子育て期において
は、女性の労働力率は低下する傾向にあります。 
また、固定的な性別役割分担意識は、社会にいまだ根強く残っており、家事や育児

等の多くを女性が担っている状況にあります。特に、共働き家庭においては、女性が
仕事とともに家事や育児を担う状況も多く見られることから、負担が重いものとなっ
ています。 
こうしたことから、個人の価値観を尊重するのはもちろんですが、男女がともに仕

事と育児を両立できる男女共同参画型の社会システムの構築を図る必要があります。 
 
施策の方向 

家庭や地域社会における男女共同参画及び男性の子育て参画を進めるための意識啓
発を図るとともに、男性、女性それぞれが生活面でも経済面でも自立し、社会活動等
に参加できるよう支援を行います。 

 
行動計画 
（１）男女共同参画の推進 

○ 県男女共生センターにおいて各種講座を実施し、男女があらゆる分野に参画し、
ともに責任を担うために必要な資質・能力の向上を図ります。（人権男女共生課） 
● 地域において男女共同参画を進めるための講座等を開催します。（人権男女共
生課） 
○ 人権尊重に基づいた男女平等教育を推進します。（人権男女共生課、学校生活
健康課） 
● ポジティブ・アクションの取組みも含め、男女がともに仕事と育児を両立でき
る職場環境整備について先進的な取組みを行っている企業を認証するとともに、
特に優れた取組みを行っている企業を表彰します。（雇用労政課） 
 ※ポジティブ・アクション：採用や管理職登用等で男女間に事実上の格差がある
場合に、これを解消するために設けられる一定枠の暫定的な特別措置。 

 
（２）男性の子育て参画の推進 

● 「子育ての日」及び「子育て週間」を設定し、男性の子育て参画について集中
的に啓発を図ります。（子育て支援課） 
○ 県男女共生センターにおいて、講演会や各種イベント、各種掲示等により、男
性の子育て参画推進のための啓発や関係団体同士のネットワーク化の推進を図り
ます。（人権男女共生課） 

 
施策に関する指標 
１ 男女共生センターにおける男女共同参画に関する講座の受講者数（累計）（人権
男女共生課） 

平成２０年度 － → 平成２６年度 ４，０００人 
（現在値）            （目標値） 

 
２ 市町村における男女共同参画計画の策定率（人権男女共生課） 

平成２０年度 ３８．３％ → 平成２６年度 ７０．０％以上 
（現在値）                 （目標値） 
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３ ポジティブ・アクションの措置がある企業の割合（雇用労政課） 
平成２０年度 ４．７％ → 平成２６年度 １０．０％ 
（現在値）                （目標値） 
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２ 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に配慮した環境の整備 
 
 現状と課題 
   県民意識調査によると、結婚しても仕事を継続したいという女性が多いことがわか

ります。 
しかし、女性の就業状況を年齢別にみると、２０歳代後半を山に下がり始め、３０
歳代前半を谷にしてまた４０歳代にかけて上がっていくＭ字型曲線を描いており、子
育て期には就労を継続することが難しいことがうかがえます。 

   一方で、子育て期と重なる３０歳代の男性労働者の長時間労働は、依然改善されて
いません。 

   このように、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）が図りにくい状況と
なっています。 

   育児休業制度に目を向けると、女性の取得率は向上しているものの、男性の取得率
は低いままの状態です。 

   こうしたことから、女性が希望どおりに結婚・子育てをしながら働き続けることの
できる環境を整備するため、保育や地域における子育て支援の充実はもちろん、男性
も含めた働き方の見直しや職場における子育て支援の充実を図るとともに、育児休業
について、労働者、使用者、行政の三者による制度の周知及び企業の積極的な取組み、
育児休業を取りやすい雰囲気づくり等について普及啓発を図る必要があります。 

 
 施策の方向 
   仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を推進し、子育てに配慮した働き

方や職場における子育て支援を普及するため、企業における柔軟な勤務形態や働き方
の見直しについて啓発を行うとともに、子育て支援に積極的な企業を支援します。 

   さらに、育児休業制度について、パンフレットやホームページ等を活用して一層定
着するよう周知を図るとともに、育児休業取得者に対する経済的支援を図ります。 

 
 行動計画 
 （１）仕事と生活の調和(ワーク･ライフ･バランス)に配慮した働き方の普及促進 
   ● 仕事と生活の調和のとれた職場環境づくりのため、ワーク・ライフ・バランス

アドバイザーを企業に派遣するとともに、ワーク・ライフ・バランスの取り組み
に優れた企業を表彰します。（雇用労政課） 

   ○ 子どもを持つ病院職員が子育てをしながら働き続けられるよう、病院内保育施
設の運営に対する助成を行います。（医療看護課） 

   ○ 事業所内保育施設設置・運営等助成金の活用について広報啓発に努めます。（雇
用労政課） 

  ● 事業者として自ら策定した特定事業主行動計画を推進し、職員の子育てと仕事の
両立支援等に率先して取り組み、出産や育児にかかる休暇制度等の普及啓発に努め
ます。（人事課） 
○ 一般の事業主に対するモデルケースとして、県自らが県庁内保育施設「けやきの
子」を設置、運営することにより、県職員等の仕事と子育ての両立を図ります。（福
利厚生室） 

 
（２）育児休業制度等の定着と充実 
   ● 一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の両立支援に取り組んだ結果、育児

休業取得者が生じた中小企業を認証するとともに、両立支援の内容が特に優れた
中小企業を表彰します。（雇用労政課） 

   ○ 育児休業や短時間勤務制度・所定外労働時間免除制度等、育児・介護休業法に
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定める諸制度及び労働基準法で定める産前・産後休業その他の母性保護措置、男
女雇用機会均等法で定める妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置等の法令制
度とともに、財団法人２１世紀職業財団による育児休業に伴う代替要員確保の費
用助成等の助成金制度について普及啓発に努めます。（雇用労政課） 

   ○ 育児休業取得者に対し、生活安定に必要な資金を低利で融資します。（雇用労
政課） 

   ● 育児休業期間の法定以上の延長や配偶者出産休暇の導入等、育児休業を充実さ
せる企業の取組みの促進を図ります。（雇用労政課） 

○ 県においても引き続き、職員が育児休業等を取得しやすい職場環境の整備に努
め、特に男性職員の育児休業等の取得を促進します。（人事課） 

 
 施策に関する指標 
  １ 福島県次世代育成支援企業認証数（累計）（雇用労政課） 

平成２０年度 ２１３社 → 平成２６年度 ４５０社以上 
（現在値）                （目標値） 

      ※仕事と家庭生活の両立が図れる多様な働き方について先進的な取組みを行
っている企業の認証数 

 
  ２ 年次有給休暇の取得率（雇用労政課） 

平成２０年度 ５０．３％ → 平成２６年度 ６０．０％ 
（現在値）                 （目標値） 

 
  ３ 育児休業取得率（女性）（雇用労政課） 

平成２０年度 ８５．４％ → 平成２６年度 ９０．０％以上 
（現在値）                 （目標値） 

 
  ４ 育児休業取得率（男性）（雇用労政課） 

平成２０年度 ０．６％ → 平成２６年度 ５．０％以上 
（現在値）                （目標値） 



 - 60 - 

３ 出産・子育てのために退職した人に対する就業支援の推進 
 
現状と課題 

女性の労働力率は、子育て期に低下するＭ字型曲線を描いており、子育て後に再就
職する女性が多いことがわかります。 
また、県民意識調査におけるライフコースでも、結婚・子育てと仕事の両立に次い

で、子育て後の再就職を希望する女性が多くなっています。 
こうしたことから、子育てが一段落した女性が、希望どおりに再就職等の社会復帰

を果たせるよう支援を図る必要があります。 
 

施策の方向 
就業機会を確保するため、事業主に啓発活動を行います。 
また、就業を希望する女性に対して、ハローワーク等と連携し、就業や職業訓練に

関する情報提供や相談による支援を図り、就業のために必要な基礎的な知識や技術等
について研修や講習を行います。 
 

行動計画 
（１）出産・子育てのために退職した人に対する就業支援の推進 
   ● 出産・育児等を理由として自社を退職した人に対し、募集・採用時に特別な配

慮をする再雇用特別措置の導入について広報啓発に努めます。（雇用労政課） 
   ○ 県男女共生センターにおいて、女性の就業に関する相談や情報提供を行います。

（人権男女共生課） 
   ○ 就職・再就職を目指す女性を対象とした各種情報の提供や講座等を実施し、女

性が意欲と能力に応じて様々な分野に積極的に参画できる環境を整備します。（人
権男女共生課） 
 

施策に関する指標 
１ 出産、育児等を理由とした退職者の再雇用特別措置を設けている企業の割合（雇
用労政課） 

平成２０年度 １４．０％ → 平成２６年度 ２０．０％ 
（現在値）                 （目標値） 
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１ 学校教育の充実 
 
現状と課題 
急激に変化する現代社会においては、個人は、自立して、また自らを律し、他と協調
しながらその生涯を切り開いていくとともに、社会の形成者として積極的な役割を果た
していくことがより一層求められます。 
この基礎となる力を培うため、子どもたちの知・徳・体を幼児期からバランスよくは
ぐくむことが重要であるとともに、学校の教育環境の整備を図っていくことが必要です。 
 

施策の方向 
すべての子どもたちが自立して社会で生き、個人として豊かな生活を送るため、「確

かな学力」、「豊かなこころ」、「健やかな体」をバランスよく育てて、「生きる力」
をはぐくむとともに、ふくしまの、そして我が国の発展を支える社会の一員として必
要な資質を養っていきます。 
また、未来を担う子どもたちをしっかりとはぐくむためには、教員の意欲を高め、

その資質向上を図るとともに、教員が子どもに向き合うことができる環境を実現し、
社会の変化に対応しながら、透明性の高い教育行政を展開していきます。 
さらに、幼児の発達や学びの連続性を踏まえ、幼児が健やかに成長できるよう、人

間形成の基礎を培う幼児教育を進めます。 
 
行動計画 
（１）豊かなこころの育成 
   ● 各学校における道徳教育を推進する教員を中心とした指導体制づくりや、道徳の

時間における多様な指導方法等の工夫、家庭や地域社会との連携の強化等を行い、
学校の教育活動全体を通して、道徳教育の充実を図ります。（学校生活健康課） 

   ○ 児童生徒の発達の段階に応じて、自然体験活動、集団宿泊活動、職場体験活動、
さまざまな交流活動等を行うことにより、学ぶ意欲や自立心、思いやりのこころ、
規範意識等を身につけさせます。（学習指導課、学校生活健康課） 

   ● 生涯にわたる望ましい読書習慣を形成させるために、「子ども読書活動推進計
画」をもとに学校図書館と公共図書館の連携を促進する等、学校、家庭、地域の連
携による子どもの読書活動を進めます。（社会教育課、学習指導課） 

   ○ 子どもたちの規範意識の向上や「豊かなこころ」の育成のため、広く県民と共に
社会における基本的なルール等の普及啓発に努めます。（教育総務課、学校生活健
康課） 
● 専門性を有するカウンセラーの配置や教員の教育相談技法を高めるための研修
の充実を図るとともに、関係機関との連携を密にし、子どもたちの悩みに対応で
きる相談体制の整備を推進します。（学校生活健康課） 
○ 不登校やいじめ、非行等の解決を図るため、児童生徒の心理に関して高度で専
門的な知識や経験を有するカウンセラーを配置する私立学校に対し支援します。
（私学法人課） 
○ 幼稚園や保育所等における保育体験学習を積極的に推進している私立高等学校
に対して支援します。（私学法人課） 

 
（２）健やかな体の育成 
  ● 本県独自に開発した運動身体づくりプログラムの普及や、教員の指導力を高める

講習会等の開催、専門的指導者の派遣等により、体育の授業、運動部活動等の充実
を図ります。（学校生活健康課） 

  ○ 地域のスポーツ団体と協力しながら、学校への効果的な地域スポーツ指導者の派
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遣を行う支援体制づくりを進めます。（学校生活健康課） 
○ 家庭や地域と連携しつつ、学校医等や関係機関も含め学校教育活動全体で健康教
育を推進し、児童生徒が生涯にわたり、健康の保持増進を図ることができるよう、
必要な知識及び習慣を身につけさせます。（学校生活健康課） 

 
（３）確かな学力の育成 

● 小・中学校においては、少人数学級とティーム・ティーチングや習熟度別指導の
効果的な組み合わせを促進する等、少人数教育の充実を図ります。高等学校におい
ては、少人数指導や習熟度別指導による、個に応じたきめ細やかな教育を推進しま
す。（学習指導課） 
○ 知的活動やコミュニケーション等の基盤となる言語に関する能力の育成を図る
ため、すべての教科等において子どもたちの言語活動を充実させるとともに、学
校における読書活動を推進します。（学習指導課） 
● 小・中学校においては、学校と家庭が連携して学習習慣の確立に努めるととも
に、学習指導のさらなる改善に取り組みます。高等学校においては、学習意欲の
高揚や知的探求心の向上等を図る各学校の自主的な取組みを支援します。（学習
指導課） 
○ 小・中学校においては、教育活動全体において、勤労観・職業観の基盤形成に
努め、高等学校においては、自己の能力や適性等を踏まえての進路選択・決定が
できるような能力や態度の育成に努めます。（学習指導課） 
○ 外国語教育の充実や国際理解教育の推進により、外国人とのコミュニケーショ
ン能力や異文化への理解を高め、国際的な視野で考える力の育成を図ります。（学
習指導課） 
○ 発達の段階に応じて、コンピュータや情報通信ネットワーク等の情報手段の活
用に関する能力を身につけさせ、各教科等においてＩＣＴを活用した学習活動を
推進します。（学習指導課） 
○ 理科や数学についての授業改善を図ること等により、理科や数学に対する興
味・関心を高め、科学的な思考力の育成を図ります。（学習指導課） 
○ 外国人教員や実務経験や専門的知識を有する社会人講師を採用している私立学
校に対して支援します。（私学法人課） 

 
 （４）学校の教育環境の整備 
  ○ 地域の特色や生徒の能力・適性、興味・関心、進路希望等に対応した教育課程の

編成や部活動の活性化等により、生徒一人一人が充実感や達成感を感じることがで
きる、特色ある学校づくりを進めます。（学校経営支援課、学習指導課、学校生活
健康課） 

  ● 少人数教育を推進し、教員が子どもたち一人一人に向き合うことのできる環境を
活かして、実効性のある取組みを推進します。（学校経営支援課、私学法人課） 

  ○ 生徒一人一人の能力・適性等をゆとりある教育の中ではぐくむため、併設型公立
中高一貫教育校と連携型中高一貫教育校のより効果的な運営と教育内容の改善を
進めます。（学校経営支援課、学習指導課） 

  ● 適切な人事管理の運用や各種研修の充実により、教員の意欲を高めるとともに、
その資質を向上させます。（学校経営支援課、学習指導課） 
○ 私学助成の充実や教育改革の取組みの支援等により、私立学校の振興を図ります。
（私学法人課） 
○ 外国人の児童生徒等に対して日本の生活に円滑に適応できるよう、日本語指導を
始めとした適切な対応を進めます。（国際課、学習指導課、学校生活健康課、学校
経営支援課） 
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（５）幼児教育の充実 
 ○ 社会の変化に対応した幼児教育の充実を図るため、市町村における幼児教育振興

計画の策定や新しい教育課程編成を支援します。（学習指導課） 
   ○ 幼児教育に携わる教員等の資質の向上を図るため、各種研修や講習会等を実施

し、社会の変化に対応した教育内容の充実に努めます。（学習指導課） 
  ● 幼稚園と保育所の施設共用や合同研修等による連携や幼稚園と小学校の連携を

促進します。（子育て支援課、学習指導課、私学法人課） 
● 教育、保育を一体的に行う機能を有する認定こども園の設置を支援します。（子
育て支援課、私学法人課） 
○ 幼稚園の施設や機能を地域に積極的に開放し、地域の幼児教育センターとして
子育て支援活動を推進するとともに、同様の取組みを行う私立幼稚園に対し支援
します。（学習指導課、私学法人課） 

 

施策に関する指標 
１ 不登校の件数（学校生活健康課） 

平成２０年度 １，７４６人 → 平成２６年度 １，３００人以下 
（現在値）                  （目標値） 

 

  ２ 全国体力・運動能力、運動習慣等調査における新体力テストの全国平均との比較割
合（学校生活健康課） 

  （１）小学校５年生男子 
平成２０年度 １００．２ → 平成２６年度 １０１．０以上 
（現在値）                 （目標値） 

  （２）小学校５年生女子 
平成２０年度 １０１．９ → 平成２６年度 １０２．５以上 
（現在値）                 （目標値） 

  （３）中学校２年生男子 
平成２０年度 ９９．８ → 平成２６年度 １０１．５以上 
（現在値）                 （目標値） 

  （４）中学校２年生女子 
平成２０年度 ９９．４ → 平成２６年度 １０１．０以上 
（現在値）                 （目標値） 

 

３ 全国学力・学習状況調査の全国平均正答率の全国平均との比較割合（学習指導課） 
  （１）小学校 

平成２１年度 ９９．１ → 平成２６年度 １０２．０以上 
（現在値）                  （目標値） 

  （２）中学校 
平成２１年度 １００．６ → 平成２６年度 １０２．０以上 
（現在値）                  （目標値） 

 

４ 大学等進学者に占める国公立大学の合格者数の割合（学習指導課） 
平成２０年度 ２４．０％ → 平成２６年度 ２６．６％以上 
（現在値）                 （目標値） 

  （参考）平成１９年度は、２４．２％。 
 

５ 公立幼稚園における小学校との連携活動実施率（学習指導課） 
平成２０年度 ９２．８％ → 平成２６年度 １００％ 
（現在値）                 （目標値） 

 
  （参考数値）いじめの認知件数（平成２０年度２９９件）及び暴力行為の発生件数（平成２０年度１０２件）は、

減少を目指す。 
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２ 地域における教育等の充実 
 
現状と課題 

核家族化が進行し、地域の人間関係が希薄化する中で、家庭や地域における教育力
が低下しており、地域社会における家庭教育の支援を図る必要があります。 
また、子どもや青少年が健やかに育つことができるようにするため、社会全体が連

携して社会環境を改善する取組みを進めるとともに、健全育成のための拠点となる施
設の整備や活動の活性化を図る必要があります。 
子どもは遊びを通じて心身ともに育っていくものであり、県民意識調査でも、子育

てする上で重要な住環境として、公園が近くにある、自然が多い等が上位にあげられ
ています。 
しかし、近年は遊び場が減ってきており、身近に利用できる遊び場や自然と触れ合

える場所の整備を図る必要があります。 
さらに、子どもや青少年の健全育成のためには、野外活動や芸術・文化活動等、様々

な体験を通して豊かな人間性をはぐくんでいけるよう、こうした体験学習の機会を提
供していく必要があります。 
加えて、性の逸脱行動や非行、引きこもり等、問題を抱える子どもや青少年が増え

てきていることから、支援体制の整備を図る必要があります。 
 

施策の方向 
地域社会における家庭教育の充実に向けた学習の機会を設け、家庭に対するサポー

ト体制をつくり支援を行います。 
また、子どもや青少年の健全育成のため、関係機関の連携や協力の推進を図るとと

もに、広報や有益図書等の推奨、有害図書等への対策を行います。 
さらに、子どもや青少年の健全育成活動の拠点である児童館、児童センターや青少

年教育施設の整備を促進するとともに、スポーツ活動等の活性化を促進します。 
公園や自然と触れ合える場所等、遊び場の整備を進めるとともに、野外活動、芸術・

文化活動、様々な人との交流、動物との触れ合い等、体験学習の機会の提供を進めま
す。 
加えて、子どもの非行やいじめに関して専門的なアドバイスを行う少年専門相談員

を配置する等して、問題を抱える子どもに対する相談体制や支援体制の整備を図りま
す。 

 
行動計画 
（１）家庭教育への支援と地域と連携した教育の推進 
○ 保護者に対して、家庭教育に関するわかりやすい情報提供を進めます。また、関
係機関との連携を深めながら、きめ細やかな相談体制の充実を図ります。（社会教
育課） 

  ● 関係機関と連携しネットワークを構築しながら、保護者が子育てに関するさまざ
まな知識や情報、心構え等について学習する機会の充実を図ります。（社会教育課） 
○ 教員や地域の大人が子どもと向き合う時間を確保するとともに、地域の人々が
自らの知識や経験を生かす場が広がるよう、地域の人々によるボランティア活動
等の協力のもと、地域全体で学校教育を支援する体制づくりを促進します。（社
会教育課） 

 
（２）子どもや青少年が健やかに育つことができる環境づくりの推進 

○ 青少年育成県民会議等の関係機関・団体と連携し、青少年健全育成県民運動を
推進します。（青少年育成室） 



 - 66 - 

○ 青少年を取り巻く有害環境の浄化のため、青少年健全育成条例の適正な運用を
図るとともに、インターネット上の有害情報から青少年を守るため、関係機関・
団体と連携協力し、広報啓発活動を推進します。（青少年育成室） 
○ 少年センターや関係機関・団体等と連携し、非行防止活動を推進します。（青
少年育成室） 
○ 福島県青少年健全育成条例に基づき、青少年の健全な育成において有益な映画、
書籍等を推奨するとともに、他の模範となる活動を行っている青少年団体等の表
彰を行います。（青少年育成室） 
○ 福島県暴走族等根絶条例及び福島県暴走族等の根絶に関する基本方針に基づき、
福島県暴走族等根絶対策会議等の関係機関・団体と連携し、県民と一体となった
根絶活動、加入防止活動等を推進し、青少年の健全な育成を図ります。（生活交
通課、交通指導課） 
○ 青少年の体験活動の場である自然の家について、利用者ニーズに応じた環境整
備を進めます。（社会教育課） 
○ 地域の子どもの健全育成のため親子や世代間の交流活動、遊び場の遊具の点検
等を行っている「母親クラブ」等を支援します。（子育て支援課） 
● 児童館、児童センターが地域の子どもたちの健全育成の拠点として各種事業を
行えるよう支援するとともに、児童指導員の資質向上を図るため研修を実施しま
す。（子育て支援課、福祉監査課） 
○ スポーツ活動への参加を通して子どもの健全育成を図るため、指導者やリーダ
ーの養成、確保を図ります。（スポーツ課） 
○ だれもが、いつでも、どこでも気軽にスポーツに親しむことができる総合型地
域スポーツクラブの創設、育成、定着を、広域スポーツセンターとともに支援し
ます。（スポーツ課） 

● 子どもの模範として行動できるよう大人の意識改革を推進するため、青少年育成
県民会議が推進する「大人が変われば、子どもも変わる運動」を支援します。（青
少年育成室） 

 
（３）遊びの環境の整備 

● 地域の子どもたちが自由に来館して安心して遊ぶことができる場である児童館、
児童センターの整備を支援します。（子育て支援課） 
● 都市公園等の身近な公園や緑地の整備を行い、子どもが安全に安心して遊べる
空間づくりを進めます。（まちづくり推進課） 
○ 「ふくしま県民の森」において、自然とともに健康で豊かな生活を体験できる
環境を提供します。（森林整備課） 
○ みなと及びその周辺海岸等において、海特有の開放感や水際線を生かしながら、
子どもたちが水辺で憩い、親しむことができる環境づくりを進めます。（港湾課） 
○ 子どもたちに、川、海等の自然とふれあえる機会を提供するため、水とふれあ
い、親しむことができる環境づくりを進めます。（河川整備課） 

 
（４）体験学習の推進 

○ 青少年の体験活動やボランティア活動の推進のため、各市町村等に支援センタ
ーを設置し、コーディネーターを配置するとともに、ボランティアを募って登録
し、支援を行います。（社会教育課） 
● 子どもたちが優れた芸術文化や地域の伝統文化に接する機会を提供します。（文
化振興課） 
○ 県立博物館、県立美術館、文化財センター白河館において、子どもを対象とし
た様々な体験活動を進めます。（社会教育課、文化財課） 
○ 「ふくしま海洋科学館（アクアマリンふくしま）」に、自然の大切さや命の尊
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さを実感できる「命の教育」の場として整備された、「アクアマリンえっぐ」を
通して、体験学習の推進を図ります。（生涯学習課） 
○ 青年海外協力隊経験者や県内在住の開発途上国出身者等の協力により、開発途
上国等の文化や価値観を学ぶ地球体験キャラバンや、国際協力・ボランティア活
動・多文化共生等について学ぶセミナー等を通して、子どもや青少年の国際協力
等への理解と関心を深めます。（国際課） 
○ 森林にふれあい一緒に学ぶ指導者として「もりの案内人」の養成と能力向上を
進めるとともに、森林での学習や奉仕活動などを行う「緑の少年団」の育成を支
援します。（森林整備課） 
○ 子どもたちが自然に学び自然とのふれあいを体験する場として、自然公園施設
の整備と適正な管理を行います。（自然保護課） 
○ 水に触れ、水に親しむことを通じて、水環境保全の意識の高揚を図る体験学習
として実施している「せせらぎスクール」（水生生物を用いた水質調査）につい
て、参加者数の拡大と、そのための指導者の養成を行います。（環境共生課） 
○ 親子ものづくり体験教室等の実施を通して、若者が広くものづくりの技能に触
れ、ものづくりの社会的重要性、勤労の達成感を体験できる場を提供します。（産
業人材育成課） 
○ 小学校、中学校の中から「愛鳥モデル校」を指定し、地域で生息する鳥獣の調
査や鳥獣保護活動を支援するとともに、子どもたちに鳥獣保護についての啓発を
行います。（自然保護課） 
○ 小学校に保健福祉事務所の職員（獣医師）を派遣し、動物の生理、生態、習性
等の授業を通して、命の大切さを学ぶための場を提供します。（食品生活衛生課） 
● 児童・生徒、教職員等が二酸化炭素排出量の削減目標を自ら定めた「福島議定
書」を知事と締結し、一丸となって省資源や省エネルギーに実践的に取り組むこ
とを通じて、子どもたちの環境意識の高揚とこうした実践の家庭や地域への普及
を図ります。（環境共生課） 
○ 児童・生徒等が廃棄物処理やリサイクルの現状等を学ぶ体験的な環境学習がで
きる機会の増加を図るため、参加型、体験型の環境教育を指導者自らが受講し、
学校教育や社会教育の場での活用を促します。（環境共生課） 
○ 学校教育や社会教育の場における「森林環境教育」の活用を促し、地球温暖化
防止を推進するため、学校教員等を対象に養成講座を実施します。（環境共生課） 
○ 高校生の環境意識の高揚を図るため、高校生を対象とした地球温暖化問題に関
するＣＭ制作コンテストを行い、優秀作品を実際に放送します。（環境共生課） 
○ 学校などの求めに応じて、廃棄物適正処理（分別方法）に関する学習会に出向
き、実験キット等を用いてわかりやすく解説します。（環境共生課） 
○ 農業総合センターにおいて、児童・生徒等をはじめ、一般県民の視察研修を受
け入れ、食農教育や生涯学習の場を提供します。（研究開発室） 
● 古くから農業の営みの中で形づくられてきた水田や水路、ため池、里山等は、
今では農村の自然環境の重要な要素となっていることから、農村の持つ多面的な
機能を通して、感性豊かな子どもたちに環境に対する理解を深めてもらいます。
（農村振興課） 
○ 県民が森林環境の重要性や林業の役割について、容易に利用できる学習の森を
県有林において整備し、森林や林業への理解を促進します。（森林整備課） 
○ 子どもたちに木材の良さ、木づかいの文化を伝えるため、学校教育や各種イベ
ント等において、木材に「ふれ」・「感じ」・「知る」体験活動の実施を進めま
す。（林業振興課） 
 

（５）問題を抱える子どもに対する支援体制の整備 
● 専門性を有するカウンセラーの配置や教員の教育相談技法を高めるための研修



 - 68 - 

の充実を図るとともに、関係機関との連携を密にし、子どもたちの悩みに対応で
きる相談体制の整備を推進します。（学校生活健康課） 
○ 不登校やいじめ、非行等の解決を図るため、児童生徒の心理に関して高度で専
門的な知識や経験を有するカウンセラーを配置する私立学校に対し支援します。
（私学法人課） 

○ 子どもの非行やいじめなどに関して、専用ダイヤルなどにより少年専門相談員が
専門的なアドバイスを行います。（学校生活健康課、県民サービス課） 
● 非行防止のための社会参加活動、不良行為少年や非行少年のための居場所作り
や立ち直り支援を行います。（少年課） 
   

施策に関する指標 
１ 優良書籍等の推奨数（累計）（青少年育成室） 
（１）映画 

平成２０年度 ８２本 → 平成２６年度 ８７本 
（現在値）               （目標値） 

  （２）書籍 
平成２０年度 １０８冊 → 平成２６年度 １４０冊 
（現在値）                （目標値） 
※優良な書籍等とは、福島県青少年健全育成条例に基づき、内容が優れてお
り、青少年の健全な育成を図るうえで、有益であると認められ、推奨された
ものをいう。 

 
２ 一人当たりの都市公園面積（まちづくり推進課） 

平成２０年度 １１．８５㎡／人 → 平成２６年度 １２．５㎡／人 
（現在値）                    （目標値） 



 - 69 - 

３ 放課後児童の健全育成の推進 
 
現状と課題 

放課後児童が集う場として、放課後子ども教室や放課後児童クラブが年々増加して
います。 
今後も、共働き家庭の増加や子どもの交流のため、ますます需要が高まることが予

想されることから、新設や保護者のニーズにあった運営を支援していく必要がありま
す。 
また、障がい児の受入れについて、対応できる児童指導員の確保等を支援していく

必要があります。 
 

施策の方向 
放課後子ども教室や放課後児童クラブの設置、運営に対する支援策の拡充を図ると

ともに、児童指導員の資質の向上や活動内容の充実を図ります。 
また、障がい児が利用できる放課後児童クラブの増加のため、対応できる児童指導

員の確保等について支援します。 
 

行動計画 
（１）放課後児童の健全育成の推進 

● 放課後児童クラブを設置する市町村に対して、運営費を助成することにより、
子どもの健全育成や保護者の子育てと仕事の両立を支援します。（子育て支援課） 
○ 放課後児童クラブの児童指導員の資質向上を図るため、研修を実施します。（福
祉監査課、子育て支援課） 
● 障がい児を受け入れる放課後児童クラブに対して、指導員の配置に要する経費
を助成することにより、子どもの健全育成や保護者の子育てと仕事の両立を支援
します。（子育て支援課） 

● 放課後子ども教室を設置する市町村に対し、事業実施について支援します。（社
会教育課） 

 
施策に関する指標 
１ 放課後児童クラブ設置数（子育て支援課） 

平成２１年度 ３２２箇所 → 平成２６年度 ３６２箇所以上 
（現在値）                 （目標値） 
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４ 子どもの権利や意見が大切にされる環境づくりの推進 
 
現状と課題 

少子化の進行、家庭や地域における子育て機能の低下等、子どもを取り巻く環境が
大きく変化する中、子どもが健やかに成長するためには、子どもの人権が尊重され、
子ども自身の声を大切にしながら、のびのびと育っていける環境を整備していくこと
が必要です。 
平成６年に批准された「児童の権利に関する条約」においても、子どもの最善の利

益を尊重するとともに、子どもの生きる権利、自由に意見を表明する権利を有するこ
と等が定められています。 
 

施策の方向 
子どもの人権に関する啓発を行うとともに、人権に関する教育の充実を図ります。 
また、子どもが自分の意見や要望を自由に表明できる機会を設け、子どもの意見や

要望が子育ち環境の整備等、県政に反映される環境づくりを進めます。 
 

行動計画 
（１）子どもの人権に関する啓発 

○ 「児童福祉月間」の実施や子どもの権利条約を紹介したカードの作成等を通し
て子どもの人権尊重に関する啓発を行います。（子育て支援課） 
○ 人権意識を培うための学校教育の在り方について幅広い観点から実践的な研究
を行う等、人権教育の改善、充実を図ります。（学校生活健康課） 

 
（２）子どもの声を生かした子育ち環境づくりの推進 

○ 知事と県民が直接話し合う「移動知事室『知事と語ろうさわやかトーク』」(県
民と高校生等を対象）を開催し、高校生等の意見を県政運営に生かします。（県
民広聴室） 
● 県政の身近で重要な課題等について意識等の調査を行う県政世論調査において、
満１５歳以上の児童も対象として調査を行います。（県民広聴室） 
○ 「少年の主張大会」のような、子どもたちが日ごろ考え感じていることを広く
社会に訴える機会が提供されるよう支援します。（青少年育成室） 
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５ 子どもにとって安全で安心な地域づくりの推進 
 
現状と課題 

子どもが健やかに育つためには、犯罪や事故に遭わない安全で安心なまちづくりを
進めることが必要です。 
子どもを対象とした犯罪や声かけ事案等の発生が増加しており、子どもを犯罪から

守るため、防犯施設を整備するとともに、地域全体で犯罪のおこりにくい環境づくり
を行う必要があります。 
また、交通事故がなく、子どもや子ども連れの親が安心して外出できる交通環境づ

くりのためには、交通安全施設の整備等とともに、地域全体で交通安全教育等に取り
組んでいく必要があります。 
 

施策の方向 
通学路や公園等における防犯施設の整備を進めるとともに、地域における関係機関

や関係団体の連携の下、犯罪被害の未然防止や緊急時の避難場所の設置等を進めます。 
また、交通安全施設の整備や交通規制による交通安全の確保を図るとともに、地域

で交通安全教育や交通安全指導を進めます。 
 

行動計画 
（１）子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

○ 関係機関や防犯少年関係ボランティア団体との情報交換による地域の実態把握
及び相互連携による地域安全活動の強化を図り、防犯ボランティア団体への支援
を行います。（生活安全企画課） 
● 地域で防犯活動を推進する防犯ボランティアや町内会長、ＰＴＡ等の中から「犯
罪被害防止アドバイザー」を委嘱の上、専門的な防犯知識を習得するための研修
を行い、地域の犯罪発生実態に応じた地域住民に対する広報活動と防犯指導を推
進することにより、子どもが被害に遭う強制わいせつ、声かけ事案等の防止を図
ります。（生活安全企画課） 
○ 警察官による学校、幼稚園、子どもの通学路、公園等の周辺における安全パト
ロールや女性の帰宅時間帯における安全パトロール等を実施することにより、子
どもや女性が被害に遭いやすい強制わいせつ等の性犯罪の被害防止を図ります。
（生活安全企画課） 
○ 犯罪被害防止、非行防止等に関する事項を、ゲーム形式等により学習する「子
ども安全安心・キッズポリス体験学習事業」を通じて、児童の遵法精神や相互扶
助精神の醸成と社会性の習得を図るとともに、地域社会における少年の規範意識
向上に対する機運を高めます。（少年課） 
● 子ども自らが通学路等における危険箇所、犯罪が発生しやすいポイントを体感
する「子ども安全安心マップ作製体験事業」を推進するとともに、「子ども安全
安心マップ」のコンクールの開催や作品集の発行等により、子どもの自己防衛能
力の向上と地域全体の防犯意識の高揚を図ります。（少年課） 
○ 門灯や玄関灯を夜間点灯する「一戸一灯運動」の実施により犯罪のおこりにく
い環境づくりを行うとともに、住民が相互にあいさつをかわす「あいさつ運動」
を推進して地域の連帯と防犯意識を高めることにより、子どもが安全・安心に暮
らせるまちづくりを進めます。（生活安全企画課） 
● 子どもが犯罪等の被害に遭遇し、又は遭遇のおそれがある場合の緊急避難場所
である「子ども１１０番の家」の設置場所及び効果的な活用方法の広報啓発と設
置拡大に対する支援を行います。（少年課） 

○ 地域の安全ボランティア等との連携により、小・中学校における児童生徒の登下
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校時の安全確保を促進します。（学校生活健康課） 
   ○ 各学校において情報モラル教育の充実に取り組むとともに、家庭、関係機関との

連携により、携帯電話やインターネットの利用に伴うネット被害等から児童生徒を
守るための環境の整備を進めます。（学習指導課、学校生活健康課） 

 
（２）子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

● 通学路、公共施設の周辺、あんしん歩行エリアなどを中心に、信号機や横断歩
道等の交通安全施設の整備を行うとともに、総合的な交通規制による交通安全の
確保を図ります。（交通規制課） 
○ 交通ルールやマナーを理解させ、交通安全意識を高めるため、子どもに対する
交通安全教育を実施します。（生活交通課、学校生活健康課、交通企画課） 
○ 子どもの交通事故防止活動や交通安全運動の担い手である「交通安全母の会」
の活動の活性化のため、研修会等の実施を支援します。（生活交通課） 
○ 全ての座席でのシートベルトとチャイルドシート着用の徹底を図るため、あら
ゆる機会・媒体を活用して効果的な普及・啓発に努めます。（生活交通課） 
○ 運転者の他に子ども２人を乗せる３人乗り自転車の普及促進に努めます。（生
活交通課、交通企画課、子育て支援課） 

 
  （参考数値）子どもの交通事故死傷者数（平成２０年９８９人）は、継続的な減少を目指す。 
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１ 障がいのある子どもや家庭に対する支援 
 
現状と課題 

障がいのある子どもに対する在宅福祉サービスの種類と事業所数は増加しましたが、
サービス提供の空白地域が存在しているため、さらに充実を図るとともにとともに、
サービスの質の向上を図っていく必要があります。 
また、障がいのある子どもを持つ家庭の負担軽減のため、障がい児保育を充実する

とともに、重度の障がいがある子どもを持つ家庭への社会的支援を推進する必要があ
ります。 
さらに、障がいのある子どもたち一人一人のニーズに応じた教育の充実のため、「地

域で共に学び、共に生きる教育」を推進する必要があります。 
 
施策の方向 

障がいのある子どもやその家族が、地域で安心して生活するために必要な支援を行
います。 
また、障がい児保育の充実を図るとともに、重度の障がいのある子どもを持つ家庭

に対する支援を図ります。 
さらに、教員の専門性の向上、校内支援体制の整備・充実等により、地域の各学校

における「共に学ぶ」環境づくりを進めるとともに、関係機関の連携を深めること等
により、地域で「共に生きる」ことができる体制の整備を進めます。 
 

行動計画 
（１）障がいのある子どもやその保護者に対する支援 

○ 日常生活に支障のある障がい児が、身体介護や家事援助等の居宅介護サービス
を受ける場合や保護者の疾病等により短期入所サービスを受ける場合、これに対
する支援を行います。（障がい福祉課） 
● 在宅の障がい児の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育、相談等
が受けられる療育機能や相談支援体制の充実を図ります。（障がい福祉課） 
○ 重度の障がい児の医療費の負担軽減を図るため、一部負担金に対して助成を行
います。（障がい福祉課） 
● 発達障がい支援の拠点として、診断、専門的な相談支援、発達支援、関係機関
の研修・調整、広報啓発等を行う発達障がい者支援センターを運営します。（障
がい福祉課） 

 
（２）障がい児に対する保育の充実や教育的支援 
● 障がいのある子どもが、一人一人のニーズに応じて、地域の幼稚園、小・中学校、
高等学校、特別支援学校において学ぶことができるよう、教員の専門性の向上、校
内支援体制の整備・充実、すべての保護者に対する特別支援教育への理解の促進等
により、各学校における「共に学ぶ」環境づくりを進めます。（特別支援教育課）  

   ● 障がいのある子どもたちが、就学前、在学中、さらには卒業後において、一貫し
た支援を受けることができるよう、医療、保健、福祉、教育、労働等の関係機関の
連携強化や個別の教育支援計画の作成、活用、引き継ぎ等により、地域で「共に生
きる」ことができる体制の整備を進めます。（特別支援教育課） 
○ 通常の学級で学習する障がいのある児童生徒を支援するため、介助員の配置を
行う私立学校に対し支援します。（私学法人課） 
○ 心身障がい児の幼稚園への就園機会が一層図られるよう、心身障がい児を受け
入れる私立幼稚園に対し支援します。（私学法人課） 

○ 発達障がい児研究保育員を各地区に配置し、私立幼稚園における発達障がい児の



 - 75 - 

保育を通じた効果的な特別支援教育内容に関する調査研究を委託し、その成果を各
幼稚園に普及します。（私学法人課） 

 
施策に関する指標 
１ 個別の教育支援計画の作成率（特別支援教育課） 

平成２１年度 ５５．２％ → 平成２６年度 １００％ 
（現在値）                 （目標値） 

  （参考）平成２０年度は、５７．６％。 
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２ 家庭での養育が困難な子どもに対する支援 
 
現状と課題 

保護者の病気、事故または不適切な養育等、様々な事情により、家庭において養育
を受けることができない子どもを、適切な環境の中で養育や保護による支援をしてい
く必要があります。 

 
施策の方向 
家庭において適切な養育を受けることができない子どもの養育や保護を進めるため、
里親や児童養護施設等において、社会的自立に向けた援助を行います。 

 
行動計画 
（１）家庭での養育が困難な子どもに対する支援 
● 様々な事情により、家庭において適切な養育を受けることができない子どもを里
親や児童養護施設等において養育します。（児童家庭課） 
○ 里親や児童養護施設等における処遇の向上を図るために必要な環境整備を進め
ます。（児童家庭課） 
○ 里親として求められる基礎的知識や子どもの状況に応じた養育技術を身につけ
るための研修を行います。（児童家庭課） 
○ 児童相談所に配置した里親コーディネーターが関係機関と連携しながら、里親へ
の委託調整を行います。（児童家庭課） 
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３ ひとり親家庭に対する支援 
 
現状と課題 

離婚の増加によりひとり親家庭が増加しており、中でも、母子世帯の増加が目立ち
ます。 
ひとり親家庭は両親のいる家庭より子育ての負担が大きいことから、安心して子育

てができるよう支援をしていく必要があります。 
また、ひとり親家庭、特に母子世帯は、就労形態が非正規雇用の場合が多いため、

収入も低い傾向にあり、そのことが子どもの貧困につながる恐れがあります。 
 
施策の方向 

ひとり親家庭に対する支援策として、経済的支援、就業支援及び生活支援を総合的
に行います。 

 
行動計画 
（１）ひとり親家庭に対する支援 

● 母子家庭の母等からの就業に関する相談に応じるとともに、講習会の開催や就
業、職業訓練に関する情報の提供等、一貫した就業支援サービスを提供し、ハロ
ーワーク等と連携して自立を支援します。（児童家庭課、産業人材育成課） 
○ ひとり親家庭の経済的負担を軽減し、健康と福祉の増進を図るため、医療費の
一部を助成します。（児童家庭課） 
○ 母子自立支援員を各保健福祉事務所等に配置し、就業支援を含めた母子家庭の
母等の相談に応じ、その自立に必要な助言及び情報提供を行います。（児童家庭
課） 
● 母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るため、児童扶
養手当を支給します。（児童家庭課） 
● 主体的なひとり親家庭の団体の活動を支援するとともに、ひとり親家庭支援ネ
ットワークを形成し、県事業との連携により効果的なひとり親施策を展開します。
（児童家庭課） 
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４ 児童虐待の防止及び様々な被害にあった子どもに対する支援 
 
現状と課題 

児童虐待に関する相談は増加しており、その内容は複雑化、困難化してきています。 
児童虐待は著しい子どもの人権侵害であるとともに、子どもの心身の成長や人格の

形成に大きな影響を及ぼすものであり、これまで以上に虐待の未然防止や早期発見に
ついて、関係機関の連携により対応していく必要があります。 
また、犯罪、いじめ、児童虐待等により被害を受けた子どもに対する心のケアや自

立に対する支援、家庭に対する援助を充実していく必要があります。 
 

施策の方向 
児童虐待については、広報媒体の活用や関係機関への啓発により、社会全体の認識

を深めるよう努めるとともに、関係機関においては研修を通じてスタッフの対応力の
向上に努めます。 
また、犯罪、いじめ、虐待等により被害を受けた子どもの心のケアや自立支援及び

その家族に対する援助を充実していくための体制づくりを行います。 
 

行動計画 
（１）児童虐待の防止体制の整備 

○ 子どもの虐待防止について、テレビのスポット放送等により広く啓発を行いま
す。（児童家庭課） 
○ 児童虐待の未然防止や早期発見について関係機関・団体が情報交換を行い、連
携の強化を図ります。（児童家庭課） 
● 市町村が行う、保健、福祉、医療、教育、警察等が連携した児童虐待の未然防
止や早期発見等の取組みに対し、支援を行います。（児童家庭課） 
○ 市町村職員や主任児童委員、保育士を対象とした実践的内容も含めた研修の実
施、市町村へのアドバイザー派遣により、児童相談体制や児童虐待防止体制の強
化を図ります。（児童家庭課） 

 
（２）被害にあった子どもに対する支援体制の整備及びその親に対する対応 

○ 児童相談所の一時保護所や児童養護施設に、心理療法担当職員を配置し、被害
を受けた子どもの心理療法を行います。（児童家庭課） 
● 虐待を受ける等、心に深い傷を持つ子どもについては、家庭的な雰囲気の中で
愛着と理解をもって養育する里親への委託を進めたり、児童養護施設における心
理療法や小規模グループケア、さらに地域の民間住宅等を活用した小規模施設に
よる保護・支援を促進します。（児童家庭課） 
● 複雑困難化している児童虐待相談対応のため、児童相談所に弁護士、精神科医、
心理学又は社会福祉学の学識者からなる児童虐待対応専門員を配置し、被虐待児
に対する処遇の支援、強化を図ります。（児童家庭課） 
○ 虐待した保護者に対して、精神科医によるカウンセリングを行います。（児童
家庭課） 
○ 被虐待児が再び家庭に戻れるよう、虐待した保護者の心の問題への対応や家族
環境の調整のため、児童養護施設等に家庭支援専門相談員を配置します。（児童
家庭課） 
○ いじめによる被害を受けた子どもに対する支援のため、「いじめ１１０番」に
おいて相談指導を実施します。（県民サービス課） 
○ 民間団体、行政、司法機関、教育機関、各種法人等により、福島県被害者等支
援連絡協議会を設置し、相互に連携、情報交換等を行いながら、犯罪等により被
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害を受けた子どもに対する支援を進めます。（県民サービス課） 
 
施策に関する指標 
１ 児童虐待防止ネットワークを設置している市町村の率（児童家庭課） 

平成２０年度 ８６．４％→ 平成２６年度 １００％ 
（現在値）                （目標値） 

 
  （参考数値）児童虐待相談受付件数の現在値（平成２０年度）は、２３７件。 
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 Ⅵ 次代の親の育成 
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１ 思春期における健康教育の推進 
 
現状と課題 

本県の未成年者の人工妊娠中絶実施率は、平成６年から増加傾向を示し、その後平
成１４年度ピークに減少に転じているものの引き続き全国平均を上回っています。 
こうした中で、次代の親となるべき若者に対し、性に関する正しい知識の普及や生

命の大切さについての啓発等を行う必要があります。 
また、次代の親となるべき若者の健全な成長のため、喫煙や飲酒、薬物乱用の防止

を図る必要があります。 
 

施策の方向 
思春期の若者に対して、性に関する教育を含めた健康教育を進めるとともに、性に

関する不安や悩み等についての相談体制の整備を進めます。 
また、未成年者の喫煙や飲酒の防止、覚せい剤、シンナー等の薬物乱用防止対策を

進めます。 
 

行動計画 
（１）思春期における健康教育の推進 

○ 各学校において発達段階に応じた性に関する教育を推進できるよう、教員に対
する研修を行うとともに、関係機関との連携協力のもと、適切な意思決定や行動
選択ができ、自分や他者を大切にする、こころ豊かな児童生徒の育成を進めます。
（学校生活健康課） 
○ 思春期保健に携わる医療・保健・教育分野等の関係者に対し専門研修を行い、
資質の向上を図ります。（児童家庭課） 
○ エイズ・性感染症に関する相談事業を行い、正しい知識の普及を図ります。（医
療看護課） 
○ 健康ふくしま２１推進協議会と協働し、関係団体等とともに、未成年者の喫煙
防止対策や飲酒防止対策を進めます。（健康増進課） 
○ 覚せい剤、シンナー等の薬物乱用を防止するため、「ダメ。ゼッタイ。」普及
運動を推進し、青少年等への啓発活動を行うとともに、この活動の地域での中心
となる薬物乱用防止指導員の活動を支援します。（薬務課） 
 

施策に関する指標 
１ 「性に関する教育」の手引活用率（学校生活健康課） 

平成２１年度 ８４．４％ → 平成２６年度 １００％ 
（現在値）                （目標値） 

 
２ 薬物乱用防止教室受講者数（保健所職員講師分）（薬務課） 

平成１９年度 ２８，４６９人 → 平成２６年度 ３１，０００人 
（現在値）                   （目標値） 

 
  （参考数値）１０代の人工妊娠中絶実施率（平成２０年度８．６‰）は、継続的な減少を目指す。 
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２ 家庭を築き子どもを産み育てるための環境づくりの推進 
 
現状と課題 

少子化対策のためには、次代の親となるべき若者に対し、男女が協力して家庭を築
くこと及び子どもを産み育てることの意義についての教育や啓発を進めることが必要
です。 
また、若者の失業率が悪化するとともに不安定就労や無業者となるケースが増加し

ており、若者が自立して家庭を持てるようにするため、安定的な就労ができる環境づ
くりを行うことが必要です。 
さらに、若者が互いに交流する機会を増やす必要があります。 
 

施策の方向 
家庭を築き、子どもを産み育てることの意義について、あらゆる機会をとらえて啓

発を行うとともに、若者と乳幼児とのふれあい等、子どもや家庭の大切さを考える機
会の提供を図るとともに、若者の社会参画を促進します。 
また、新規高卒者の就職を支援するとともに、不安定就労や無業となっている若者

の安定的な就職に向け、職業能力開発等の支援を行います。 
さらに、若者が互いに交流する機会を増やします。 
 

行動計画 
（１）家庭を築き子どもを産み育てることの意義に関する教育・啓発の推進 
● 「子育て週間」におけるイベントなどあらゆる機会をとらえて、家庭を築き子ど
もを産み育てることの意義に関する啓発を行います。（子育て支援課） 
● 小学校高学年や中学生、高校生を対象に、乳幼児と出会い、ふれあい、交流する
事業等を進めます。（子育て支援課） 
 

（２）若年者の就業に対する支援 
● 新規高卒者の就職希望の実現を図るため、各高等学校と公共職業安定所等との連
携を図りながら、就職希望生徒への情報提供や面接等により就職指導の充実を図り
ます。（学習指導課、私学法人課） 
● 県内企業の採用担当者と就職希望の新規高卒者で就職未内定の生徒が一堂に会
する就職面接会を開催し、就職内定の機会を提供することにより就職促進を図りま
す。（雇用労政課） 
○ 就職後の相談機関を明示した職場定着サポートカードを配付することにより、新
規高卒者の早期離職を防止し、職場定着の推進を図ります。（雇用労政課） 
○ 高等学校においては、自己の能力・適性等を踏まえて適切な進路選択・決定がで
きるようインターンシップの推進を図ります。（学習指導課） 

○ 小・中学校においては、発達の段階に応じて職業や仕事についての理解と自己の
可能性や適性についての理解を深めることができるよう、職場見学や職場体験の充
実を図ります。（学習指導課） 
● 専門高校においては、教員を企業等に派遣し指導力の向上を図るとともに、地域
の技術者等を講師とした実習等を通して生徒の実践的な知識や技能の向上を図る
等、地域と連携した職業教育を推進します。（学習指導課） 
○ 特別支援学校の生徒の就労・就職に関して、就業体験などキャリア教育を充実さ
せ、自らの能力・特性等にあった就労・就職先を決定できるよう支援します。（特
別支援教育課） 
○ 地域や企業、商店、農林水産業等との連携による職業体験活動やインターンシッ
プの実施等、小中高を通したキャリア教育を推進することにより、働く意味や尊さ
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を考えさせ、発達段階に応じた勤労観、職業観の醸成、育成を図る取組を行う私立
学校に対し支援を行います。（私学法人課） 
● フリーター等の不安定就労や無業となっている若者の就職を支援するため、ふる
さと福島就職情報センターを設置し、きめ細かな就職相談や職業の紹介等を行うと
ともに、新規学卒者の就労に関する悩み等の相談も行います。（雇用労政課） 
● 従来の普通職業訓練に加え、卒業後本格的雇用に至らない学卒者等若年者への就
職支援策として、高等技術専門校での教育訓練と企業実習を組み合わせた訓練をモ
デル的に実施し、若年者を一人の職業人として育成します。（産業人材育成課） 
○ 若年者の就職が促進されるよう、企業側に対し働きかけを行っていきます。（雇
用労政課） 
○ 本県商工業の担い手となる優秀な人材を確保するため、県内への就職を希望する
新規大学卒業者等を対象に就職面接会や情報の提供を行います。（雇用労政課） 
● 地域と連携した積極的な支援対象者の把握から、ケースに応じた支援機関での対
応、協力事業所等での受入れ等、地域や民間が連携してニートの就労支援に取り組
むためのネットワークを構築します。（雇用労政課） 
● 若者の自立支援活動に取り組む県内の民間団体を支援するため、「若者自立支援
カウンセラー」を派遣して、支援対象者のニーズに応じた直接訪問等を実施するほ
か、地域でのニート自立支援が円滑に行われるようフォローアップします。（雇用
労政課） 
○ ニートをはじめ、就労できずに悩んでいる若者やその家族等を対象とした電話相
談、メール相談を実施し、地域若者サポートステーション等、関係団体と連携を図
りながら、若者の社会的自立への一歩を支援します。（雇用労政課） 
○ ニートの若者に対し、農家や事業所での就労体験、ボランティア活動への従事等
を通じて他者とのコミュニケーション力の養成や働くことに対する意識づけを図
り、就労への円滑な移行を促すことにより社会的自立を支援します。（雇用労政課） 

 
 （３）若者の交流等への支援 

● 若者の交流の場を設ける各種団体に対し、支援を行います。（子育て支援課） 
● 青少年が創造力を活かし、自ら企画・運営する地域活動の実現を支援します。（青
少年育成室） 
○ 地域における青少年のさまざまな活動や団体、サークルについての情報を収集・
提供し、青少年の参加を促進します。（青少年育成室） 

 
施策に関する指標 
１ 県立高校生の就職決定率（学習指導課） 

平成２０年度 ９７．３％ → 平成２６年度 １００％ 
（現在値）                 （目標値） 
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 第５章 計画の実現に向けて 
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１ 県における取組み 
  本プランの実現を図るため、福島県少子高齢社会対策推進本部を中心とした全庁的な体
制の下、毎年度、各施策の進捗状況を評価しながら、施策のあり方について検討し、施策
の総合的かつ効果的な推進に努めていきます。 
 
２ 民間との連携 
  民間の関係団体の代表等から構成される福島県子育ち・子育て環境づくり推進会議と連
携を図るとともに、地域団体等の意見や提案も取り入れながら、行政と民間が一体となっ
た次世代育成支援対策を推進します。 
  また、民間企業に対し次世代育成支援の必要性について啓発を行うとともに、次世代育
成支援に関する一般事業主行動計画の策定や実現を呼びかけ、支援していきます。 
 
３ 市町村に対する支援 
  地域における次世代育成支援対策に中心的な役割を果たすのは各市町村であり、市町村
がそれぞれの行動計画を実現できるよう、その取組みを支援していきます。 
 
４ 県民一人ひとりの取組み 
  県民一人ひとりが、子育てに関心を持ち、子どもは社会の「宝」であるととらえ、地域
全体で子どもを見守り、子育て支援を行う環境づくりを進めることが大切です。 
  このため、「子育て週間」、そして「子育ての日」を設定し、「子育て支援を進める県 
民運動」を展開する等、社会全体で子育ち・子育てを支援する気運づくりを推進していき
ます。 


